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第
一
章

合
衆
国
移
民
法
制
度
の
概
略
|
|
現
行
法
制
度
制
定
史
を
含
め
て
|
|

第
二
節

現
行
出
入
国
管
理
国
籍
法
制
定
に
い
た
る
過
程

本
節
で
は
、
現
行
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
法
制
度
の
変
遷
を
概
観
す
る
。
そ
の
紹
介
に
当
た
っ
て
は
一
九
一
七
年
七
月
二
五
日
の
移
民

法
を
中
心
と
し
て
行
う
。
そ
の
理
由
は
、

い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
一
七
年
法
が
現
行
一
九
五
二
年
法
に
至
る
ま
で
の
移
民
制
度
の
基
礎
を
形
成
し
た
と
さ
れ
て

1 

一
九
一
七
年
法
制
定
前
に
お
け
る
「
国
外
退
去
L

手
続

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

連
邦
議
会
が
外
国
人
を
合
衆
国
内
か
ら
排
除
す
る
最
初
の
立
法
を
制
定
し
た
の
は
一
七
九
八
年
六
月
二
五
日
で
で
あ
っ
た
。
こ
の
法

律
は
、
大
統
領
が
合
衆
国
の
平
和
と
安
全
に
と
っ
て
危
険
と
判
断
し
た
外
国
人
を
除
去
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
告
知
・
聴

聞
あ
る
い
は
事
実
認
定
等
一
切
要
求
せ
ず
、
大
統
領
は
右
権
限
を
行
使
で
き
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
は
実
際
に
は
適
用
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
二
年
後
に
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
連
邦
議
会
が
初
め
て
移
民
規
制
の
た
め
の
包
括
的
規
定
を
定
め
た
の
は
一

八
七
五
年
三
月
三
日
の
法
律
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一
八
七
五
年
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
退
去
強
制
事
由
は
入
国
拒
否
事
由
の
み
で
あ
り
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
の
認
定
手
続

も
い
ま
だ
き
わ
め
て
簡
略
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
入
国
拒
否
事
由
該
当
者
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
監
査
(
宮
田
宮
巳
古
口
)

す
る
特
別
の
公
務
員
が
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
関
税
徴
収
官
が
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
行
政
機
関
に

北法40(4・55)889



論

よ
り
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
よ
り
退
去
強
制
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
審
問

(
Z
R
E
m
)
を
経
た
後
に
、
退
去
強

制
が
な
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

二
こ
の
よ
う
な
初
期
の
法
制
度
を
大
改
正
し
、
各
行
政
機
関
の
機
能
・
権
限
を
明
確
化
し
た
も
の
が
、
一
九

O
三
年
三
月
三
日
の
法
律
で

で
あ
る
。
実
体
的
な
退
去
強
制
事
由
に
関
す
る
定
め
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
よ
り
前
か
ら
、
入
国
要
件
不
該
当
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制

(
a
R巳
。
ロ
)
の
定
め
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
手
続
的
な
側
面
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

北法40(4・56)890

説

一
九
一
七
年
法
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
と
評
価
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

一
九

O
三
年
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
、
各
行
政
機
関
の
権
限
及
び
入
国
審
査
手
続
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
外
国
人
が
入

国
を
求
め
る
場
合
に
は
、
各
入
園
地
点
で
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
審
査
を
受
け
る
。
入
国
審
査
官
は
、
外
国
人
に
宣
誓
を
さ
せ
、
合
衆
国
へ

の
入
国
を
求
め
る
外
国
人
の
権
利
に
関
す
る
証
言
を
さ
せ
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
さ
ら
に
当
該
証
言
の
記
録
を
文
書
化
す
る
。
入

国
審
査
の
結
果
、
入
国
審
査
官
が
、
明
確
か
つ
疑
い
な
く
(
巳

g「
g
a
Z
3
E
白
色
。
ロ
宮
)
、
入
国
す
る
権
利
を
有
す
る
と
思
料
す
る
外
国

人
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
人
の
入
国
が
許
可
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
、
外
国
人
の
入
国
に
有
利
な
決
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
不

服
が
あ
る
他
の
入
国
審
査
官
に
よ
り
争
わ
れ
る
道
が
聞
か
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
外
国
人
は
特
別
審
査
局
言
。

R
仕

え

告

R
E

E
宮
町
三
に
お
い
て
調
査
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
当
該
外
国
人
が
、
明
確
か
っ
疑
い
な
く
、
入
国
す
る
権
利
を
有
す
る
と
の
判
断

を
入
国
審
査
官
が
下
さ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
外
国
人
は
特
別
審
査
局
に
よ
り
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
特
別
審
査
局
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経

た
後
、
入
国
を
許
可
さ
れ
る
か
国
外
退
去
処
分
に
付
さ
れ
る
か
の
決
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
決
定
が
最
終
的
(
同
古
色
)
な
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
非
公
開
と
さ
れ
て
い
勾
こ
と
の
他
に
は
、
法
律
上
に
規
定
が
な
く
、
そ
の
具
体
的

な
形
態
に
っ
て
い
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

一
九

O
三
年
法
に
よ
り
、
退
去
強
制
処
分
は
行
政
機
関
の
命
令
に
よ
り
一
応
完
結
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
司
法
手



一
九

O
三
年
法
段
階
で
、
入
国
審
査
官
の
命
令
が

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

続
を
経
ず
し
て
外
国
人
を
退
去
強
制
処
分
に
付
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

外
国
人
に
と
っ
て
不
利
な
場
合
、
特
別
審
査
局
へ
と
自
動
的
に
判
断
の
場
が
移
さ
れ
、
特
別
審
査
局
の
判
断
を
経
ず
し
て
は
退
去
強
制
(
こ

こ
で
は
入
国
拒
否
)
で
き
な
い
と
い
う
制
度
が
既
に
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
必
ず
特
別
審
査
局
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経
た
後
に
入
国

拒
否
の
最
終
的
な
判
断
が
く
だ
さ
れ
る
と
い
う
制
度
は
ー
ー
そ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
形
態
に
つ
い
て
は
法
律
自
体
に
規
定
が
な
い
た
め
な
ん

と
も
い
え
な
い
が
|
|
現
行
一
九
五
二
年
法
に
継
受
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
本
法
に
お
い
て
は
、
入
国
要
件
不
該
当
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
に
つ
い
て
も
規
定
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
律

は
、
財
務
長
官
に
対
し
、
簡
略
な
手
続
で
退
去
強
制
で
き
る
広
範
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九

O
三
年
法
は
、
こ
の
種
の

退
去
強
制
の
際
に
踏
ま
れ
る
べ
き
行
政
手
続
に
つ
い
て
な
ん
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
単
に
、
あ
る
外
国
人
が
法
令
に
違
反
し
て
合
衆
国

に
滞
在
し
て
い
る
と
財
務
長
官
が
確
信
し
た
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
の
身
柄
を
拘
束
し
退
去
強
制
す
る
、
と
い
う
規
定
が
あ
る
の
み
で
あ

る
。
後
述
す
る
一
九
一
七
年
法
の
例
か
ら
し
て
、
こ
の
場
合
の
行
政
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
行
政
機
関
の
制
定
す
る
規
則
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
的
限
界
に
よ
り
、
こ
の
点
は
定
か
で
は
な
い
。

以
上
略
述
し
た
一
九

O
三
年
法
の
構
造
は
、
若
干
の
修
正
を
受
け
つ
つ
情
一
九

O
七
年
二
月
二

om)の
法
律
に
受
け
継
が
れ
て
い

M
r

た
だ
し
、
入
国
要
件
不
該
当
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
の
際
の
行
政
手
続
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
が
そ
の
要
件
と
し
て
法
律
上
規
定
さ
れ
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
の
身
柄
拘
束
の
際
に
は
通
商
・
労
働
長
官
の
令
状

(
d
g
q
E
C
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
行
政
手
続
の
要
件
|
|
例
え
ば
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
つ
い
て
、
そ
の
細
目
に
わ
た
る
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
は

一
九

O
三
年
法
と
同
様
で
あ
る
。

な
お
付
言
す
る
に
、

北法40(4・57)891

一
九
五
二
年
法
制
定
に
至
る
ま
で
、
合
衆
国
移
民
法
は
、
外
国
人
が
労
働
長
官
等
、
各
時
点
で
移
民
規
制
権
限

を
有
す
る
と
さ
れ
る
各
省
長
官
の
令
状
に
よ
り
収
容
さ
れ
退
去
強
制
さ
れ
る
、
と
す
る
以
外
に
は
、
退
去
強
制
手
続
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
規

四



説

定
も
置
い
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
手
続
は
専
ら
行
政
機
関
の
制
定
す
る
規
則
及
び
判
例
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、

判
例
が
処
分
庁
に
対
し
て
規
則
の
道
守
を
強
く
求
め
る
一
因
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(2) 

一
九
一
七
年
法
以
降
の
「
国
外
退
去
」
手
続

北法40(4・58)892

論

一
九
一
七
年
法
は
現
行
一
九
五
二
年
出
入
国
管
理
国
籍
法
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
主

な
理
由
は
、
退
去
強
制
事
由
と
し
て
新
た
な
性
格
を
有
す
る
も
の
が
法
律
上
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
入
国
要
件
不
該
当
で
は
な
く
在
留
要
件
違
反
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制

(σg-各
自

g
c
と
分
類
さ
れ
る
制
度
の
導
入
で
あ
る
。
こ

の
制
度
に
導
入
に
よ
っ
て
、
現
行
法
制
度
上
定
め
ら
れ
て
い
る
三
種
の
「
国
外
退
去
」
事
由
が
出
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

二
他
方
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
を
め
ぐ
る
行
政
手
続
に
関
す
る
規
定
は
一
九

O
一
二
年
法
な
い
し
一
九

O
七
年
法
と
基
本
的
に
変
化
は

な
い
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
手
続
面
に
お
い
て
は
、
一
九
一
七
年
法
の
叙
述
に
重
き
を
置
く
必
然
性
は
薄
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
一
九
一
七
年
法
及
び
手
続
面
で
こ
れ
を
若
干
修
正
し
た
一
九
二
四
年
五
月
二
六
日
の
法
律

(
8日巳・

5ω)
に
つ
い
て
は
、
ぐ
自

〈

-RW
に
よ
る
詳
細
な
解
説
書
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
規
則
レ
ベ
ル
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
手
続
の
細
目
が
あ
る
程

度
ま
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
処
分
に
関
す
る
当
時
の
手
続
制
度
が
大
要
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
従
っ
て
、
以
下
、
こ
の
著
書
を
参
考
に
、
一
九
一
七
年
法
、
一
九
二
四
年
法
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
規
則
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
入
国
拒
否
・

退
去
強
制
手
続
を
紹
介
す
る
。

(a) 
入
国
拒
否
手
続



入
国
審
査
官
の
権
限
、
特
別
審
査
局
の
権
限
、
そ
の
局
員
の
任
命
方
法
等
に
関
す
る
法
律
上
の
規
定
は
、
一
九

O
三
年
法
並
び
に
一
九

O

七
年
法
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
特
別
審
査
局
に
よ
り
入
国
拒
否
決
定
を
受
け
た
外
国
人
に
対
し
て
、
労
働
長
官
に
不
服
申
立
で
き
る
こ

と
及
び
そ
の
際
弁
護
人
依
頼
権
を
有
す
る
こ
と
、
を
告
知
す
べ
き
旨
が
明
文
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
特
別
審
査
局
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
非
公

開
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
、
労
働
長
官
の
定
め
る
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
一
名
の
友
人
な
い
し
親
族
を
同
伴
で

き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
通
常
、
外
国
人
は
、
特
別
審
査
局
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
終
了
す
る
ま
で
、
こ
れ
ら
友
人
・
親
族
に

面
接
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
る
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
要
件
は
右
の
事
項
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
他
い
く
つ
か
の
要
件
が
規
則
に
よ
り
定
め

さ
ら
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
当
時
の
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
い
く
つ
か
の
側
面
に
分
け
て
、

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

①
特
別
審
査
局
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
勾
の
審
査
対
象

入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
第
一
段
階
は
、
年
齢
・
到
着
港
・
入
国
目
的
等
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
事
項
を
記
録
に
収
め
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
作
業
が
終
了
し
た
後
、
主
任
審
査
官
は
外
国
人
に
質
問
を
発
す
る
が
、
こ
の
質
問
は
、
通
常
、
主
任
審
査
官
が
当
該
外
国
人
の
身
柄
拘

束
の
根
拠
と
な
る
と
考
え
る
事
実
に
限
定
さ
れ
る
。

②
弁
護
人
依
頼
及
び
反
対
尋
問

(nggEZmgzmtoロ)

外
国
人
へ
の
質
問
が
終
了
す
る
と
、
証
人
が
召
喚
さ
れ
、
主
任
審
査
官
等
よ
り
質
問
を
受
け
る
。
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、

外
国
人
が
弁
護
人
を
伴
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
法
律
一
心
)
外
国
人
に
同
伴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
親

族
・
友
人
は
弁
護
人
と
し
て
活
動
し
て
は
な
ら
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
糾
r

さ
ら
に
、
規
則
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
証
人
は
、
外

北法40(4・59)893



説

国
人
に
対
す
る
尋
問
の
問
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
外
国
人
と
同
席
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
も
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
通
常
、
右
の
証

人
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
前
に
外
国
人
と
面
会
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
弁
護
人
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
外
国
人
側
弁
護
人
が
政
府
側
証
人
に
反
対
尋
問
を
す
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
入
国
拒
否
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
に
お
い
て
弁
護
人
依
頼
権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
弁
護
人
依
頼
権
を
認
め
る
と

入
国
(
拒
否
)
手
続
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
迅
速
な
決
定
に
支
障
を
来
す
こ
と
、
及
び
、
被
処
分
者
の
権
利
は
、
不
服
申
立
の
段
階
で
弁

護
人
の
依
頼
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
十
分
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

論

③
特
別
審
査
局
に
よ
る
独
自
の
事
実
認
定

最
初
の
入
国
審
査
の
段
階
で
行
わ
れ
た
質
問
と
解
答
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
記
録
は
入
国
審
査
官
か
ら
特
別
審
査
局
に
回
送
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
た
だ
、
入
国
審
査
の
段
階
で
外
国
人
が
身
柄
拘
束
を
受
け
た
理
由
を
示
す
カ
1
ド
の
み
が
特
別
審
査
局
に
提
出
さ
れ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
入
国
審
査
官
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
事
実
に
は
触
れ
る
こ
と
な
く
、
特
別
審
査
局
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
進
行
す
る

こ
と
に
な
る
。

④
処
分
事
由
、
す
な
わ
ち
入
国
拒
否
事
由
の
告
知

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
規
則
に
お
い
て
も
規
定
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

退
去
強
制
手
続

退
去
強
制
手
続
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
定
め
は
、
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

(b) 

一
九

O
一
二
年
法
よ
り
一
九
一
七
年
法
ま
で
ほ
ぼ
同
様
で
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あ
り
、
法
律
上
の
規
定
の
み
か
ら
で
は
、
そ
の
手
続
の
全
貌
は
全
く
不
明
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、

度
入
国
を
果
た
し
た
外
国
人
を
退
去
強
制
さ
せ
る
た
め
に
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
べ
き
こ
と
が
憲
法
上
の
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要

請
す
る
と
こ
ろ
、
と
判
例
上
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
判
例
の
要
請
を
満
た
す
べ
く
、
退
去
強
制
手
続
の
要
件
を
行
政
機
関
の
制
定
す
る
規
則

が
規
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
直
接
こ
れ
ら
規
則
を
検
索
す
る
こ
と
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
行
い
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
ぐ
m
5

5
巾
与
の
著
書
に
依
拠
し
つ
つ
論
述
を
進
め
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
〈

S
5
0
n
w
は
退
去
強
制
手
続
を
違
反
調
査
、
収
容
令
状
の
申
請
、

外
国
人
の
収
容
、
各
地
方
の
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
付
属
審
査
局
に
よ
る
記
録
の
審
査
、
及
び
労
働
長
官
に
よ
る
最
終
的
な
処

分
の
決
定
、
の
六
段
階
に
分
類
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
六
段
階
の
手
続
の
う
ち
、
主
と
し
て
入
国
審
査
官
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
焦
点

を
当
て
て
紹
介
し
て
お
く
。
退
去
強
制
と
い
う
行
政
処
分
と
事
前
行
政
手
続
と
の
関
係
で
は
、
こ
の
段
階
が
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

た
だ
し
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
手
続
を
検
討
す
る
際
に
念
頭
に
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
留
意
点
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
退
去

強
制
手
続
の
場
合
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
理
論
上
、
下
級
行
政
機
関
に
よ
る
調
査
及
び
証
拠
収
集
手
続
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ

ら
証
拠
な
い
し
調
査
段
階
に
依
拠
し
て
判
断
・
処
分
権
者
た
る
上
級
行
政
庁
、
す
な
わ
ち
労
働
長
官
さ
ら
に
い
え
ば
付
属
審
査
局
、
が
一
定

の
処
分
を
下
す
、
と
い
う
構
造
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
労
働
長
官
が
不
服
申
立
の
審
査
・
裁
決
庁
と
さ
れ
て
い
る
入
国
拒
否
手
続
と

は
こ
の
点
で
差
異
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
手
続
が
調
査
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で

の
手
続
は
自
ず
か
ら
略
式
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
①
弁
護
人
依
頼
権
、
②
告
知
、
③
立
証
責
任
、
④
職

能
分
離
、
⑤
反
対
尋
問
、
の
各
要
素
に
分
解
し
て
紹
介
し
、
さ
ら
に
、
⑥
労
働
長
官
に
よ
る
処
分
手
続
、
⑦
裁
量
に
よ
る
救
済
制
度
を
略
述

す
る
。



説

①
弁
護
人
依
頼
権
と
そ
の
告
知

弁
護
人
依
頼
権
が
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
い
か
な
る
時
点
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
処
分
の
い
か
な
る
段

階
で
外
国
人
に
弁
護
人
依
頼
権
が
告
知
さ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
一
九
一
七
年
当
時
に
お
い
て
は
、
「
原
則
と
し
て
ヒ
ア

リ
ン
グ
の
開
始
時
点
で
、
も
し
く
は
、
遅
く
と
も
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
十
分
進
捗
し
、
政
府
の
有
す
る
利
益
を
保
護
す
る
事
実
が
提
示
さ
れ
た

時
点
で
」
弁
護
人
依
頼
権
の
告
知
が
な
さ
れ
る
も
の
、
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
右
告
知
時
期
を
定
め
る
規
則
は
一
九
一
九
年
一
二
月
三

一
日
を
境
と
し
て
修
正
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
九
年
一
二
月
以
前
の
規
則
で
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
開
始
時
点
で
弁
護
人

依
頼
権
を
有
す
る
旨
外
国
人
は
告
知
さ
れ
、
弁
護
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
九
年
の
規
則
改
正
に
よ
り
再

び
一
九
一
七
年
当
時
の
規
定
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
改
正
の
効
果
と
し
て
、
外
国
人
の
弁
護
人
依
頼
権
の
保
障
は
縮
減
さ
れ
、
入

国
審
査
官
が
右
の
ご
と
き
状
況
に
至
っ
た
と
判
断
す
る
ま
で
、
外
国
人
は
弁
護
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
規
則
は
約
一
ヶ
月
後
廃
止
さ
れ
、
弁
護
人
の
告
知
時
期
は
再
び
以
前
の
規
則
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
右
規
則

も
そ
の
後
廃
止
さ
れ
、
一
九
三
二
年
当
時
、
「
収
容
令
状
に
基
づ
く
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
外
国
人
は
弁
護
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

の
告
知
を
受
け
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
、
弁
護
人
が
依
頼
さ
れ
た
場
合
、
当
該
弁
護
人
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
よ
り
終
了
ま
で
審
理
に
在
席

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
規
則
の
文
面
か
ら
は
明
確
で
は
な
い
が
、
実
務
上
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
開
始
さ
れ
る
時
点
に
お
い

て
、
弁
護
人
依
頼
権
が
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
告
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
以
下
の
二
点
よ
り
考
え
る
と
、
弁
護
人
依
頼
権
が
現
実
に
ど
の
程
度
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
す

な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
弁
護
人
依
頼
権
を
告
知
さ
れ
た
場
合
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
弁
護
人
依
頼
権
を
行
便
し
よ
う
と
し
な
い

こ
と
が
通
常
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
外
国
人
が
弁
護
人
依
頼
権
を
行
使
し
な
い
よ
う
行
政
機
関
が
説
得
・
脅
迫
す
る
こ
と

を
も
っ
て
違
法
と
す
る
下
級
審
判
例
が
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
種
の
説
得
・
脅
迫
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
で

論
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あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
に
、
行
政
機
関
の
摘
示
し
た
処
分
理
由
に
対
し
て
外
国
人
側
弁
護
人
は
弁
論
要
旨

書
(
耳
目
民
)
に
よ
り
反
論
を
示
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
労
働
長
官
に
提
出
さ
れ
る
記
録
に
記
載
さ
れ
る
内
容
は
外
国
人
側
弁

護
人
が
処
分
理
由
に
反
対
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
で
あ
り
、
そ
の
反
論
の
理
由
等
に
つ
い
て
は
-
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

引
r

こ
の
よ
う
に
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
弁
護
人
依
頼
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
内

実
は
き
わ
め
て
怪
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

②
退
去
強
制
事
由
の
告
知

一
九
一
七
年
法
第
一
九
都
)
に
よ
れ
ば
、
労
働
長
官
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
収
容
令
状

(
3
3
E
C
Z『
円
皇
)
に
よ
り
、
退
去
強
制
事
由
該

当
容
疑
の
あ
る
外
国
人
は
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
二
年
当
時
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
収
容
令
状
の
申

請
に
際
し
て
、
入
国
審
査
官
は
、
当
該
事
案
が
行
政
機
関
側
に
と
っ
て
一
応
有
利
な
事
件
(
胃
-
E
m
E巳巾

gmm)
で
あ
る
旨
を
示
し
、
こ

れ
は
収
容
令
状
に
記
載
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
当
事
者
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
当
該
収
容
令
状
を
検
分
す
る
(
吉
田
克
己
)
こ
と
を
認
め

ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い

M
r
さ
ら
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
時
点
で
、
収
容
令
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
理
由
に
加
え
て
、
他
に

も
反
則
事
由
が
存
在
す
る
と
の
心
証
を
入
国
審
査
官
が
得
た
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
反
則
事
由
が
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
旨
の
告

知
を
外
国
人
は
受
け
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
に
反
駁
す
る
機
会
を
外
国
人
は
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
収
容
令
状

は
起
訴
状
の
役
割
を
あ
る
程
度
果
た
す
と
と
も
に
、
反
則
容
疑
事
由
を
外
国
人
に
告
知
せ
し
め
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
収
容
令
状
の
具
体
的
形
態
を
ぐ

g
〈
ぽ
与
の
著
書
に
よ
り
知
り
う
る
限
り
で
は
、
収
容
令
状
の
有
す
る
処
分
理
由
の
告

知
機
能
は
相
当
低
い
も
の
だ
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
正
式
の
収
容
令
状
の
記
載
内
容
は
、
収
容
権
限
を
行
政
機
関
が

有
す
る
こ
と
、
及
び
一
般
的
な
処
分
理
由
つ
ま
り
当
該
外
国
人
が
違
反
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
法
律
条
文
の
文
言
の
み
で
あ
り
、
従
っ
て
、
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説

収
容
令
状
の
み
か
ら
で
は
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
、
処
分
理
由
の
正
確
な
内
容
・
性
質
を
把
握
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
処
分
理
由
を
裏
付
け
る
証
拠
も
記
載
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
収
容
令
状
は
労
働
長
官
よ
り
入
国
審
査
官
に
宛

て
ら
れ
た
文
書
と
い
う
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
前
述
の
如
く
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
外
国
人
が
検
分
で
き
る
と
い
う
こ
と
以

外
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
先
立
っ
て
外
国
人
に
処
分
理
由
の
詳
細
を
告
知
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
規
則
は
伺
も
定
め
て
お
ら
ず
、
実
務
上
も
そ
の

論

よ
う
な
告
知
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
弁
護
人
に
よ
る
手
続
延
期
の
申
請
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
入
国
審
査
官
が
同
意
す
る
、
と
い
う
手
続
が
履
行
さ
れ
な
い
限
り
、
退
去

強
制
手
続
は
開
始
さ
れ
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
時
点
に
お
い
て
収
容
令
状
が
開
示
さ
れ
、
手
続
が
進
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
新

た
な
反
則
事
由
が
記
録
に
記
載
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
反
駁
す
る
た
め
の
準
備
を
行
う
た
め
の
延
期
を
弁
護
人
等
が
申
請
し
な

い
限
り
、
や
は
り
手
続
は
進
行
し
、
入
国
審
査
官
等
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
外
国
人
が
答
え
る
と
い
う
手
続
の
み
が
、
外
国
人
に
と
っ
て
現

実
的
な
防
御
の
機
会
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
後
に
も
詳
述
す
る
よ
う
に
、
退
去
強
制
手
続
の
性
格
は
刑
事
で
は
な
く

民
事
手
続
た
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
立
論
よ
り
、
収
容
令
状
が
、
外
国
人
に
対
し
て
退
去
強
制
処
分
が
課
せ
ら
れ
る
理
由
の
重
要
な
部
分

に
つ
い
て
告
知
し
て
い
る
こ
と

(
E
Z
Z
E
E
-
ロ
2
w
s、
及
び
処
分
庁
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
記
録
を
反
駁
す
る
証
拠
を
示
す
公
正
か
つ
合
理

的
な
機
会
を
外
国
人
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
要
件
と
し
て
、
以
上
の
制
度
を
合
憲
・
合
法
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
制
度
及
び
判
例
の
一
般
論
か
ら
は
収
容
令
状
の
具
体
的
形
態
は
い
ま
だ
不
鮮
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
個
別
の
事
例

に
お
い
て
、
具
体
的
に
、
収
容
令
状
の
い
か
な
る
暇
庇
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
便
宜
上
、
判
例
の
紹
介
の
箇
所
で
の
べ
る
こ
と
と
す
る
。

③
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
け
る
退
去
強
制
事
由
の
立
証
責
任
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退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
問
題
と
な
る
立
証
責
任
に
は
二
種
の
も
の
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
外
国
人
が
合
法
に
入
国
し
た
こ
と
の
立
証
責
任

で
あ
り
、
こ
れ
は
入
国
要
件
不
該
当
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
外
国
人
が
合
法
に
在
留

し
て
い
る
こ
と
の
立
証
責
任
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
入
国
後
生
じ
た
在
留
要
件
違
反
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
も
の
で

あ
る
。右

の
知
く
性
質
を
異
に
す
る
二
種
の
立
証
責
任
に
つ
い
て
は
、
当
時
二
つ
の
点
が
不
明
確
な
ま
ま
、
法
律
上
及
び
規
則
上
、
放
置
さ
れ
て

い
た
。
ひ
と
つ
は
、

(
1
)
市
民
権
を
有
す
る
旨
を
処
分
の
相
手
方
が
主
張
し
た
場
合
、
そ
の
者
が
外
国
人
た
る
こ
と
な
い
し
市
民
た
る
こ
と

を
、
政
府
な
い
し
外
国
人
の
い
ず
れ
が
立
証
す
べ
き
か
、
で
あ
る
。
ま
た
、

(
2
)
入
国
後
生
じ
た
在
留
要
件
違
反
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制

の
場
合
、
合
法
に
合
衆
国
に
入
国
し
た
こ
と
を
立
証
す
べ
き
責
任
が
な
お
外
国
人
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
否
に
つ
い
て
も
、
法
律
・

規
則
上
明
文
が
置
か
れ
て
い
な
い
。

手続的デュー・プロセス理論の一断面(二)

一
九
一
七
年
法
下
に
お
け
る
事
件
で
あ
る
口
三
円

a
g
R
2
2
吋巳

-
E吉
}
2
5件
可
〈
・
吋
。
門
田
に

お
い
て
、
外
国
人
た
る
こ
と
の
立
証
責
任
が
政
府
側
に
あ
る
旨
説
示
さ
れ
て
い

M
r
こ
の
説
示
は
い
わ
ゆ
る
付
随
的
意
見
で
あ
る
が
、
そ
の

後
い
く
つ
か
の
下
級
審
判
例
に
よ
り
、
右
の
旨
の
説
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
移
民
・
出
入
国
管
理
法
令
の
適
用
を
受
け
る
か
否
か
は
、
そ
の

相
手
方
が
外
国
人
た
る
か
否
か
に
係
る
の
で
あ
り
、
外
国
人
た
る
こ
と
の
立
証
責
任
を
処
分
の
相
手
方
に
課
す
こ
と
は
、
極
論
す
れ
ば
、
国

ま
ず
前
者
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

家
の
主
権
下
に
置
か
れ
て
い
る
者
す
べ
て
を
ー
ー
ー
出
入
国
管
理
法
令
と
の
関
係
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
|
|
、
外
国
人
と
推
定
す
る
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
人
た
る
こ
と
の
立
証
責
任
を
政
府
側
に
課
す
こ
と
に
は
合
理
的
理
由
が
あ
る
も
の
と
思
う
。

次
の
後
者
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
ま
ず
、
一
九
一
七
年
法
は
そ
の
第
一
九
条
で
、
退
去
強
制
事
由
あ
り
と
し
て
収
容

さ
れ
た
者
は
自
ら
の
入
国
も
し
く
は
滞
在
す
る
権
利
を
立
証
す
る
責
任
を
負
う
と
の
み
規
定
し
て
い
た
。
一
九
一
七
年
法
を
改
正
し
た
一
九

二
四
年
法
は
規
定
の
体
裁
を
相
当
変
化
さ
せ
、
そ
の
第
二
三
条
に
よ
り
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
は
外
国
人
が
合
法
に
合
衆
国
に
入
国
し
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説

た
こ
と
及
び
そ
の
入
国
の
時
・
場
所
・
方
法
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
定
め
た
。
他
方
、
規
則
に
お
い
て
も
、

(
2
)
の
点
に
留
意

し
た
規
定
は
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
法
第
二
三
条
の
規
定
の
文
面
か
ら
は
、
当
該
条
項
は
す
べ
て
の
退
去
強
制

手
続
に
適
用
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
入
国
後
生
じ
た
退
去
強
制
事
由
に
基
づ
き
処
分
が
な
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
場
合
、
そ
れ
と
は
一
応
無
関
係
な
、
入
国
の
合
法
性
を
外
国
人
が
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
不
合
理
と
の
語
り
を

免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
時
こ
の
点
に
つ
き
判
例
上
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
事
例
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

論

④
職
能
分
離

移
民
法
初
期
の
制
度
及
び
実
務
の
中
で
最
も
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
針

γ
の
が
、
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
調
査
機

能
と
裁
決
機
能
と
の
結
合
、
及
び
訴
追
機
能
と
裁
決
機
能
と
の
結
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
実
務
に
お
い
て
は
、
同
一
の
入
国
審
査

官
が
、
あ
る
移
民
法
違
反
事
件
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
収
容
令
状
の
申
請
対
象
と
な
る
事
実
を
報
告
し
、
令
状
を
送
達
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
主
宰
し
、
当
該
事
件
の
最
終
的
処
分
に
つ
い
て
の
勧
告
を
行
い
、
さ
ら
に
は
審
査
官
自
ら
が
行
っ
た
証
言
を
記
録
と
し
て
残
す
場
合
も
あ
っ

た

理
論
的
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
退
去
強
制
手
続
は
行
政
調
査
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
入
国
審
査
官
は
訴
追
権
者
で
も
裁
決
権
者
で
も
な
く
、
単
に
、
労
働
長
官
の
下
級
機
関
と
し
て
労
働
長
官
が
処
分
を
行
う
た
め

の
情
報
を
収
集
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
理
論
的
に
は
、
こ
の
よ
う
に
訴
追
権
者
と
も
裁
決
権
者
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
行
政

機
関
の
活
動
が
職
能
分
離
と
の
関
係
で
問
題
を
生
ず
る
余
地
は
あ
ま
り
大
き
く
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
問
題
が
生
ず
る
余
地
が
あ
る
局
面

は
、
む
し
ろ
主
と
し
て
労
働
長
官
な
い
し
そ
の
付
属
審
査
局
に
よ
る
手
続
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

(
1
)
前
述
し
た
よ
う
に
、

実
際
に
は
入
国
審
査
官
が
訴
追
権
者
及
び
裁
決
権
者
を
兼
ね
た
役
割
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

(
2
)
さ
ら
に
、
労
働
長
官
な
い
し
そ
の
付
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属
審
査
局
に
よ
る
審
査
が
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
得
ら
れ
た
記
録
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
こ
こ
で
の

審
査
で
は
証
人
へ
の
尋
問
が
行
わ
れ
な
吋
)
等
の
制
約
が
あ
る
た
め
、
最
終
的
な
処
分
に
至
る
一
連
の
過
程
の
中
で
は
入
国
審
査
官
に
よ
る
手

続
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
手
続
と
職
能
分
離
と
の
関
係
が
種
々
議
論
さ
れ
、
判
例
が
集
積
す
る
こ
と
と

な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

⑤
反
対
尋
問
及
び
証
拠
を
反
駁
す
る
機
会
の
保
障

当
時
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
証
人
が
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
は
、
外
国
人
側
弁
護
人
は
当
該
証

人
に
反
対
尋
問
を
行
う
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
引
r

し
か
し
、
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
反
対
尋
問
の
機
会
の

保
障
に
は
い
く
つ
か
の
大
き
な
制
約
が
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
証
人
を
入
国
審
査
官
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
召
喚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
召
喚
の
必
要
性
が
重
大
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
外
国
人
側
弁
護
人
が
行
政
機

関
に
右
の
権
限
を
行
使
さ
せ
証
人
を
百
喚
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
弁
護
人
は
、
当
該
証
人
が
任
意
に
出
廷
す
る
よ
う
真
撃
な
努
力
を

と
規
則
は
定
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
場
に
証
人
を
召
喚
す
る

自
ら
が
既
に
行
っ
た
旨
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、

こ
と
か
ら
し
て
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
は
相
当
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
当
時
の
規
則
の
解
釈
と
し
て
、
百
喚
の
対
象
と
さ
れ
る
証
人
と
は
、
入
国
審
査
官
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
尋
問
を
受
け
た
証

人
に
限
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
M
r
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
様
々
な
非
公
式
の
形
で
収
集

さ
れ
た
証
拠
及
び
証
人
に
対
し
て
外
国
人
が
反
駁
を
行
う
機
会
は
大
幅
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
種
々
の
タ
イ
プ
の
非
公
式
な
性
格
を
有
す
る
情
報
に
基
づ
き
処
分
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
多
く

の
場
合
、
外
国
人
側
弁
護
人
に
よ
る
反
対
尋
問
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
入
国
審
査
官
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
以
外
の
手
段
を
通
じ
て
諸
々
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説

の
証
拠
・
証
言
を
収
集
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
律
な
い
し
規
則
上
の
規
定
が
存
し
な
か
っ
た
た
め
、
外
国
人
側
弁
護
人
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
に

出
廷
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
と
っ
て
不
利
な
証
言
を
審
尋
し
証
人
に
反
対
尋
問
す
る
機
会
を
保
障
す
る

こ
と
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
言
を
行
っ
た
者
に
対
す
る

反
対
尋
問
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
入
国
審
査
官
が
処
分
の
根
拠
と
し
た
証
拠
は
す
べ
て
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
開
示
さ
れ
、

外
国
人
が
そ
の
証
拠
を
反
駁
す
る
機
会
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
判
例
上
確
立
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
従
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

は
、
外
国
人
は
自
己
の
権
利
・
利
益
を
守
る
た
め
攻
撃
・
防
御
を
行
い
う
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
外
国
人
が
反
駁
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
て
い
た
証
拠
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
当
時
よ
り
強
い
批
判
に
さ

論

い
わ
ゆ
る
機
密
情
報

(
g
E
E
g丘
町
凶
ご
口
問
。
コ
ロ
巳
芯
ロ
)
と
い
わ
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
り
、
そ
の
批
判
の
内

容
と
は
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
の
判
定
が
、
機
密
情
報
の
使
用
に
よ
り
、
不
当
な
影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

ら
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

な
お
、
現
行
法
上
機
密
情
報
を
用
い
て
処
分
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
場
合
と
は
、
入
国
拒
否
事
由
該
当
性
の
決
定
、

退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
外
国
人
を
司
法
長
官
が
裁
量
に
よ
り
救
済
す
る
場
合
、
及
び
、
迫
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
国
へ
の
退
去

(
瑚
)

強
制
の
禁
止
規
定
に
お
い
て
、
迫
害
の
危
険
の
有
無
の
判
定
を
行
う
場
合
で
あ
る
。

⑥
労
働
長
官
及
び
そ
の
付
属
審
査
局
に
よ
る
処
分
手
続
の
概
要

労
働
長
官
の
退
去
強
制
処
分
権
限
が
実
際
に
は
そ
の
付
属
審
査
局
に
委
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
他
付
属
審
査
局
の
機
能
に
つ
い
て
は

さ
き
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
専
ら
付
属
審
査
局
に
お
け
る
手
続
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
な
お
、
付
属
審
査
局
で
の
審

査
手
続
は
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
の
い
ず
れ
の
処
分
の
場
合
に
も
基
本
的
に
は
同
一
内
容
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
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退
去
強
制
手
続
の
場
合
に
は
労
働
長
官

(
H
付
属
審
査
局
)
が
理
論
的
に
は
処
分
権
者
で
あ
る
(
従
っ
て
、
入
国
審
査
官
が
下
級
行
政
機
関

と
な
る
)
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
入
国
拒
否
手
続
で
は
労
働
長
官

(
H
付
属
審
査
局
)
は
特
別
審
査
局
の
審
査
・
裁
決
庁
と
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
違
い
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
基
本
的
に
は
退
去
強
制
処
分
に
お
け
る
付
属
審
査
局
の
手
続
を
念
頭
に

置
き
、
必
要
に
応
じ
て
入
国
拒
否
手
続
に
言
及
す
る
。

ま
ず
、
処
分
理
由
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
非
常
に
不
十
分
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
一
応
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
先
立
ち
発

せ
ら
れ
る
収
容
令
状
に
よ
り
告
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
入
国
拒
否
手
続
で
の
処
分
事
由
の
告
知
に
つ
い

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ニ)

て
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
二
に
、
職
能
分
離
を
含
め
た
、
中
立
な
処
分
権
者
と
い
う
視
点
か
ら
付
属
審
査
局
の
手
続
を
見
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
退
去
強
制
手

続
で
は
入
国
審
査
官
に
よ
る
調
査
結
果
た
る
記
録
及
び
勧
告
に
基
づ
き
、
付
属
審
査
局
の
審
査
は
進
渉
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
(
入
国
拒

否
手
続
で
は
、
特
別
審
査
局
の
決
定
に
基
づ
き
審
査
)
が
、
理
論
的
に
は
入
国
審
査
官
に
よ
り
一
連
の
手
続
は
調
査
手
続
で
あ
っ
て
、
入
国

審
査
官
は
訴
追
権
者
で
も
裁
決
権
者
で
も
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
入
国
審
査
官
の
役
割
と
付
属
審
査
局
と
の
関
係
は
、
実

際
に
は
入
国
審
査
官
が
訴
追
権
者
で
あ
り
、
付
属
審
査
局
が
、
入
国
審
査
官
よ
り
あ
る
程
度
独
立
し
た
裁
決
権
者
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可

(
胤
)

能
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
入
国
審
査
官
に
は
外
国
人
を
訴
追
し
な
い
権
限
は
な
く
、
ま
た
付
属
審
査
局
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出

(
邸
)

廷
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
、
事
実
関
係
に
関
す
る
調
査
結
果
の
記
録
、
及
び
調
査
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
退
去

強
制
処
分
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
自
ら
の
判
断
を
、
た
と
え
「
勧
告
L

と
い
う
形
式
で
は
あ
っ
て
も
、
付
属
審
査
局
に
対

し
て
示
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
付
属
審
査
局
も
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
「
勧
告
」
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら

の
見
解
を
労
働
長
官
に
「
勧
告
L

と
し
て
示
す
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
関
係
者
よ
り
特
に
要
請
が
あ
れ
ば
、
口
頭
審
問

(
O
E
-
Z
R
E
m
)
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
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説

問
題
は
右
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
形
式
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
対
審
的
構
造
が
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
付
属
審
査
局
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

で
は
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
も
処
分
庁
も
新
た
な
証
拠
を
提
示
で
き
る
も
の
の
、
証
人
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

R
M悶
d

ず
、
従
っ
て
、
反
対
尋
問
を
行
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
労
働
長
官
が
新
た
な
証
拠
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
提
出
し
た
場
合
、
外

国
人
側
は
こ
れ
を
反
駁
す
る
機
会
を
保
障
さ
れ
て
い
た
が
、
機
密
情
報
を
典
型
と
す
る
、
外
国
人
側
に
反
駁
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
証
拠

を
用
い
る
こ
と
も
処
分
庁
は
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

他
方
、
弁
護
人
依
頼
権
に
つ
い
て
は
、
入
国
拒
否
事
件
の
場
合
、
特
別
審
査
局
の
処
分
を
労
働
長
官
に
不
服
申
立
す
る
際
に
弁
護
人
依
頼

権
の
告
知
が
な
さ
れ
る
と
の
法
律
上
の
規
定
が
あ
る
こ
と
、
及
び
右
に
述
べ
た
よ
う
に
入
国
拒
否
の
際
と
退
去
強
制
の
際
と
で
付
属
審
査
局

の
手
続
が
基
本
的
に
同
様
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
理
論
的
に
み
て
入
国
審
査
官
に
よ
る
手
続
(
調
査
・
情
報
収
集
手
続
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
)
よ
り
も
付
属
審
査
局
の
手
続
が
正
式
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
し
て
、
退
去
強
制
事
件
に
お
い
て
も
外
国

人
は
付
属
審
査
局
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
弁
護
人
を
出
廷
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
最
終
的
な
退
去
強
制
処
分
の
理
由
付
記
と
の
関
係
で
は
、
退
去
強
制
処
分
が
な
さ
れ
た
後
に
労
働
長
官
に
よ
り
発
せ
ら
れ
る
退

去
強
制
令
状
(
当
官

E
Z
え
骨
宮
ユ
巳
吉
ロ
)
に
お
い
て
退
去
強
制
の
根
拠
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
記
載
さ
れ
る
べ
き

事
項
と
し
て
は
、
該
当
す
る
法
文
上
の
根
拠
は
当
然
含
ま
れ
、
ま
た
、
退
去
強
制
事
由
を
基
礎
づ
け
る
、
労
働
長
官
に
よ
り
な
さ
れ
た
事
実

認
定
も
ま
た
記
載
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
例
上
要
求
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
収
容
令
状
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
対
象
と

さ
れ
た
退
去
強
制
事
由
を
、
退
去
強
制
令
状
に
お
い
て
、
他
の
事
由
に
差
し
替
え
る
こ
と
も
判
例
上
違
法
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
付
属
審
査
局
に
お
け
る
手
続
の
概
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
退
去
強
制
手
続
で
の
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
対
比
し
て
考
え

る
と
、
理
論
上
は
調
査
手
続
と
さ
れ
る
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
証
人
の
喚
問
が
認
め
ら
れ
、
一
定
の
制
約
を
受
け
つ

つ
も
反
対
一
尋
問
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
理
論
上
正
式
の
処
分
手
続
と
さ
れ
る
付
属
審
査
局
の
手
続
に
お
い
て
は
証
人
の
喚
問
等

論

北法40(4・70)904



が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
む
し
ろ
付
属
審
査
局
の
手
続
は
入
国
審
査
官
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
比
し
て
対
審
構
造
が
弱
め
ら
れ
て

い
る
か
の
印
象
を
受
け
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
が
手
続
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
で
い
か
な
る
評
価
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
、

は
困
難
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
争
わ
れ
た
事
例
も
存
し
な
い
。

⑦
裁
量
に
よ
る
救
済

現
行
法
下
に
お
い
て
は
、
入
国
拒
否
事
由
な
い
し
退
去
強
制
事
由
該
当
の
外
国
人
を
司
法
長
官
が
そ
の
裁
量
に
よ
り
救
済
す
る
際
の
手
続

的
裁
量
統
制
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
九
一
七
年
法
の
下
で
は
、
裁
量
に
よ
る
救
済
制
度
自
体
が
い
ま
だ
確
立
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
な
い
。
右
の
裁
量
権
行
使
の
た
め
の
手
続
を
規
則
が
定
め
る
こ
と
も
特
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

第
一
章
第
二
節
注

(
1
)
実
体
的
な
処
分
事
由
に
関
す
る
制
度
の
変
遷
は
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」
『
北
大
法
学
論

集
』
三
四
巻
五
号
八
三
八
頁
以
下
(
一
九
八
四
)
で
検
討
し
た
。

(
2
)
ω
甲
山
山
門
田
げ
∞

E-

(
3
)

一
九
二
四
年
五
月
二
六
日
の
移
民
法
(
島
俊
民

5
8
に
よ
り
ク
ォ

l
タ
制
度
が
合
衆
国
移
民
法
の
永
久
的
な
部
分
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

一
九
一
七
年
法
及
び
一
九
二
四
年
法
が
移
民
政
策
及
び
法
制
度
の
基
礎
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
制
度
の
基
礎
は
、
一

九
五
二
年
法
に
至
る
ま
で
、
実
質
的
に
は
修
正
を
受
け
て
い
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
。
。
問
。
o
z
h
w
河
O印
何

Z

ヨ開
F
U
L
H
玄
言
。
同
〉
、
ロ
C
Z
F
k
r
d〈

〉

Z
U
旬
開
。
白
U
C
同
開
・
間
同
・
包
-
H
I
E
-
ω
(邑∞品)・

(
4
)
同

ω
g
F
印
叶

0
・

(
5
)
冨
曲
目
-
。
タ
同

m
Sぎ
h

g
『
bmも
む
き
さ
s
h
b
s
一字。
E
S目
的
》
『
足
、

σ
3・
u
R
O
F
C玄
・
円
、

.
m
E
-
ω
。少

ω
H
H
N
(呂
町
岱
)
・

(
6
)
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
二
一
三
頁
注
U
(
一
九
六
八
)
。
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説論

(
7
)
同∞

ω
Eけ
会
吋
・

(
8
)
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
八
三
八
頁
。

(
9
)
自
国
の
管
轄
権
か
ら
外
国
人
を
排
斥
す
る
制
度
の
分
類
方
法
に
は
い
く
つ
か
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

Z
。
F

bも
も
ミ
ミ
凡

S

S
札

野町
~
S
O
R
A
A
D
S
.
g
g
h
b
E品
寝
室
さ
お
お
む

s
h
S的

gn同
町
常

P
ミ、
F
ロ
J
P
S
F
-
]
吋品
0

・吋

E
P
∞

(
E
S
)
は
、
非
永
住
外
国
人

の
入
国
を
拒
否
す
る
由
一
己

5
5ロ
・
合
衆
国
内
に
い
る
外
国
人
あ
る
い
は
国
境
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
外
国
人
に
対
す
る
排
除
手
続
で
あ
る

骨
宮
ユ
色

g
と
い
う
分
類
を
採
用
し
て
お
り
、
ま
た
、
。
。
。
仏
当
日
ロ
・

2
戸
一

gnu-S言
ミ

.HF町

3
史
認
可
。
¥
同
叫
し
き
を
も
と
お
き
さ
こ
さ
さ
や

及
。
更
に
ト

b
F
会
切
刃
向
叶
回
目
白
ペ
回
・
0
司
宮
寸
F
・
円
、
.
印
印
(
昌
記
|
叶
印
)
は
、
巾
凶
j

円】
C
E
oロ
を
、
国
家
の
領
土
か
ら
、
種
々
の
手
段
ー
ー
ー
任
意
か
ら
強
制

を
含
む
ー
ー
を
用
い
て
、
外
国
人
を
除
去
す
る
国
家
の
権
限
行
使
一
般
を
指
す
も
の
と
し
、
島
巾
匂
O吋
E
Z
O
ロ
を
、
入
国
港
に
お
い
て
開
始
さ
れ
、

入
国
の
拒
否
後
の
離
国
を
執
行
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
手
続
で
あ
る
と
す
る
。
。
。
。
門
言
吉
・
の
己
は
、
ま
た
、
合
衆
国
内
に
お
い
て
、

4
8
R
E
-

同一。ロ凹

g
E芯
ョ
は
当
初
、
不
法
入
国
の
移
民
の
除
去
を
行
う
た
め
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
そ
の
内
容
が
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
国
外
退
去
」
制
度
を
一
応
以
下
の
三
種
に
分
け
て
考
え
る
も
の
と
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
入
国
拒
否
(
巾
凶
巳

5
窓
口
)

で
あ
る
。
他
方
、
ひ
と
た
び
合
衆
国
に
入
国
後
の
外
国
人
を
排
除
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
自
国
巾
・
同

JF町
内

sh町
民
を
さ
さ

~
ω
e
h
s
b
¥
H
F司

hhN刊号、ピ
e
b
hな
お
と
な
弘
、
ミ

SHb暗
暗
室
町
勾

S
h
p
s
H
b
N
R喜
一
、
お

1
5
ロ
n
g
a
y
s
J
P
E
戸・】・

5
吋∞・

5
g
l
H
(
H
U
S
)
に
な
ら
っ
て
、
こ
れ
を
二

つ
に
分
類
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
不
法
な
い
し
誤
っ
て
宏
司

8
2
5
5
入
国
を
認
め
ら
れ
た
外
国
人
を
、
入
国
後
相
当
の
期
間
内
に
国
外
に
除
去

す
る
制
度
で
あ
り
、
国

2
2
は
こ
れ
を

a
R昨
日
。
ロ
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
を
一
応
入
国
許
可
要
件
不
該
当
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
と
訳
す
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
単
に
退
去
強
制
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
の
性
質
及
び
そ
の
行
為
の
行
わ
れ
た
時
間
等
か
ら
し
て
、

当
初
よ
り
入
国
を
拒
否
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
の
推
定
が
働
き
得
な
い
よ
う
な
行
為
に
関
与
し
た
者
の
国
外
除
去
制
度
を

σg・

2
z
g
o
E
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
を
在
留
要
件
違
反
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
と
訳
し
、
ま
た
後
二
者
を
総
称
し
て
退
去
強
制
と
し
て
お
く
。
な

お
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
八
五

O
頁
注
目
崎
参
照
。

(
叩
)
一
八
七
五
年
三
月
三
日
の
法
律
の
第
五
条
。
居
留
白
け
お
叶
・

(
日
)
お
宮

R
H
N
E
-

(
ロ
)
前
掲
注

(
9
)
参
照
。

(
日
)
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
八
四

O
頁
以
下
。
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

(
H
)
{
B
B
-
m
E巳
。
ロ
。
呂

n
R
な
い
し
日
s
s
-
m
E巴
O
ロ
吉
田
宮
2
0司
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
任
命
は
財
務
長
官
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
一
九

O
三
年
法

第
二
四
条
。
ω
M
P
巳
・

5
5・
E

E

-

(
日
)
特
別
審
査
局
委
員
は
、
各
到
着
地
点
に
お
け
る
移
民
局
長

(gSEa-。
s
aえ
百
三
鳴
丘
一
oロ
)
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
そ
の
構
成
委
員
は

三
名
で
あ
り
、
移
民
局
の
入
国
審
査
官
よ
り
、
財
務
長
官
の
承
認
を
得
て
、
移
民
局
総
長
(
わ

0
5
5
5
2ロ
2
・の

g
q巳
0
2
5
5日
開
吋
由
民
。
ロ
)
が

適
任
と
判
断
す
る
も
の
が
任
命
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
ニ
名
以
下
の
入
国
審
査
官
し
か
い
な
い
到
着
地
点
で
は
、
財
務
長
官
が
、
移
民
局
総
長
の
勧

告
に
基
づ
き
、
他
の
合
衆
国
官
吏
よ
り
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九

O
三
年
法
第
二
五
条
。
お
皆
同
ゲ
ロ
ロ
"
ロ
N
0
・

(
日
)
以
上
が
一
九

O
三
年
法
第
二
四
条
(
ω
M
盟
主
・
巳
ロ
E
l
N
O
)

の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
口
)
一
九

O
三
年
法
第
二
五
条
。
巴

ω
S
F
白己
N
N
C

な
お
、
同
条
に
よ
る
と
、
あ
る
審
査
局
内
の
二
人
の
委
員
の
決
定
が
審
査
局
の
決
定
と
し
て
最

終
的
な
も
の
と
な
る
が
、
不
利
な
決
定
を
受
け
た
外
国
人
な
い
し
当
該
審
査
局
の
反
対
意
見
の
委
員
は
、
各
到
着
地
点
の
移
民
局
長
及
び
移
民
局

総
長
を
通
じ
て
、
財
務
長
官
に
対
し
て
不
服
申
立
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
財
務
長
官
の
決
定
が
最
終
的
な
も
の
と
な
る
。

(
日
)
な
お
、
こ
の
法
律
で
は
、
中
国
人
排
斥
諸
法
に
つ
い
て
は
こ
の
法
律
に
よ
る
修
正
を
受
け
な
い
、
と
定
め
て
い
る
(
第
三
六
条
)
た
め
、
中
国

人
に
対
し
て
は
、
な
お
裁
判
所
の
審
問
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
、
退
去
強
制
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
修
正
さ
れ
、
行
政
機
関

の
命
令
に
よ
り
退
去
強
制
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
一
九
一
七
年
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

(
四
)
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
非
公
開
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
開
催
さ
れ
る
場
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
州
の
刑
務
所
に
お
い
て
行
わ

れ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
不
公
正
と
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
が
あ
る
。
待
問
、
町
-
F
C
E
Z島
田
民

2
2叶
巾

--cnnRmロ
〈
-DH円
E
D・
5
月
包

ω宏

(
N
a
C吋
J
E
N
S
・
こ
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
処
分
の
相
手
方
に
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
に
際
し
て
、
弁
護
人
依
頼
権
を
有
す
る
旨
の
告
知
が

な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
、
当
該
外
国
人
は
、
自
ら
獲
得
し
得
た
証
拠
を
提
示
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
、
と
し
て
、
右

の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ミ

-
S
S印l
由・

(
却
)
一
九
五
二
年
出
入
国
管
理
・
国
籍
法
第
二
三
五
条

(
b
)
、
(
C
)
、
第
二
三
六
条
(

a

)

{

∞C
・
ω・ゎ・
2
N
N
m
g
)
)

に
お
い
て
同
様
の
構
造
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
九
五
二
年
法
に
お
い
て
は
、
特
別
審
理
官
(
田
宮
n
Eご
ロ
円
宮
町
可
。

S
B吋
)
の
面
前
で
行
わ
れ
る
入
国
審
査
の
内

容
・
要
件
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
一
九
五
二
年
法
に
お
け
る
特
別
審
理
官
に
よ
る
入
国
審
査
に
つ
い
て
は
、
機
密
情

報
と
の
関
係
か
ら
、
聴
聞
な
し
に
入
国
を
拒
否
さ
れ
る
場
合
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
五
二
年
法
第
二
三
五
条
(

C

)

(

∞C
・
ω・。・由
H
N
N
印(円))。

他
方
、
わ
が
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
は
、
第
九
条
、
第
一

O
条
に
よ
り
、
一
九
五
二
年
法
と
同
様
の
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
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説論

機
密
情
報
に
つ
い
て
の
例
外
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

(
幻
)
一
九

O
三
年
法
第
二
一
条
。
お
盟
主
・
え
巳
冨
・

(
幻
)
一
九

O
三
年
法
の
下
で
財
務
長
官
の
権
限
と
さ
れ
て
い
た
も
の
は
す
べ
て
通
商
・
労
働
長
官

3
R
Z
Sミ
え
わ
。
B
B
R
E
自
己
戸
白
σ。円)

の
権
限
と
さ
れ
た
。
そ
の
他
不
服
申
立
を
め
ぐ
っ
て
若
干
の
改
正
点
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
注
目
に
値
す
る
も
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
点
、

通
商
・
労
働
長
官
へ
の
不
服
申
立
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
長
官
の
決
定
を
、
各
出
入
国
港
の
移
民
局
長
が
受
領
す
る
ま
で
、
退
去
強
制
処
分
の

最
終
的
な
執
行
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
第
二
点
、
当
該
長
官
に
よ
る
決
定
は
、
特
別
審
査
局
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
い
て
の
み

な
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
一
九

O
七
年
法
第
二
五
条
、
宮
間
三
-
∞

S
・
8
斗
・
こ
れ
ら
は
現
行
法
第
二
三
六
条

(
b
)
、∞ロ・

ω・。・
2
N
N晶

(σ)
に

至
る
ま
で
継
受
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
包

ω
Z
?
g∞・

(
M
)
な
お
、
一
九

O
六
年
六
月
二
九
日
の
法
律
(
誌
辺
氏
・
呂
町
)
に
よ
り
移
民
・
帰
化
局
(
∞

R
Bロ
。
コ
ヨ
ヨ
山
内
自
位
。
ロ
白

E
Zえ
号
丘
町
三
守
口
)

が
設
置
さ
れ
、
移
民
に
関
す
る
記
録
を
備
え
る
と
い
う
権
限
が
与
え
ら
れ
介
。

(
お
)
匂
町
m
-
z
o
F
U見守。
aNHHhsbsh同
p
h町
、
さ

R
F印

ω叶
〉

Z
F
-
m
開〈・吋
NNw
吋
N申
(
呂
町
ω)
・

(
初
)
後
述
す
る
が
、
移
民
法
領
域
に
お
い
て
、
行
政
機
関
の
制
定
す
る
規
則
が
法
と
し
て
の
効
力
(
同
宮
内
。
月
巾
え
-
担
当
)
を
有
す
る
こ
と
を
承
認

す
る
も
の
と
し
て
明
。
w
J
Pロ
m
J円。〈
-
d
E
g
a
留
民
2
・
H自
己
・

ω
-
N
S・
ω
{
5
2
8
N
)
、
ま
た
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
は
行
政
機
関
が
自
ら
制
定

し
た
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
旨
説
示
し
た
も
の
と
し
て
切
立
仏

m
g
〈e

巧
w
o
p
ω
N由
C
・
ω・
H
a
-
E
N
(
E
E
)
参
照
。

(
訂
)
前
掲
注

(3)

(
却
)
拙
稿
・
前
掲
注

(
1
)
八
四
一
頁
。

(
却
)
国
冊
目
的
少
師
足
、

s
p
(由
)
・

(
初
)
通
商
・
労
働
長
官
の
権
限
と
さ
れ
て
い
た
も
の
は
労
働
長
官

G
R
Z
gミ
え
戸
白
σ。
円
)
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
。

(
泊
)
〈
〉

Z
〈

E
n甲
子
〉
ロ

E
Z目
的
叶
戸

p
d〈
開
。
o
z司
問
。
戸
。
司
〉
口
問
z
m
(呂
ω
N
)

・

(
泣
)
一
九
一
七
年
法
第
一
六
条
、
邑
山
手
∞

2
・∞

g
l笥・

(
お
)
一
九
一
七
年
法
第
一
七
条
、
窓
辺
界
三
∞
弓
・

(M)
な
お
、
法
律
上
は
不
服
申
立
は
労
働
長
官
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
不
服
申
立
が
な
さ
れ
た
際
、
当
該
事
件
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

に
つ
い
て
の
調
査
勧
告
を
行
う
権
限
が
他
に
委
任
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
二
年
以
前
に
は
、
こ
の
権
限
は
労
働
省
の
各
職
員
個
人
に

委
任
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
二
年
以
降
に
お
い
て
は
、
労
働
長
官
及
び
移
民
局
総
長
付
属
審
査
局

(
ω
R
Z
S弓
田
ロ
己
わ
。

55-zzロ負目

。g
q包
唱
団
∞
O
白

a
a
M
N
2広
三
に
委
任
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
法
律
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
権
限
は
あ
く
ま
で
助
言
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
労
働
長
官
の
判
断
に
よ
り
そ
の
手
続
を
経
ず
し
て
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
通
常
は
、
付
属
審
査
局

の
勧
告
が
労
働
長
官
の
決
定
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
退
去
強
制
事
例
の
増
加
に
伴
い
、
労
働
長
官
が
記
録
を
読
み
処
分
を
決
定
す
る

こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
労
働
長
官
が
付
属
審
査
局
の
勧
告
に
不
満
が
あ
る
場
合
に
は
、
付
属
審
査

局
と
協
議
し
た
後
、
そ
の
勧
告
を
受
入
れ
る
か
自
ら
の
判
断
を
下
す
と
い
う
選
択
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
~
川
町
向
・
白
血
『
F
K曲、さ
S
乾喝、民民同認

め
宮
運
営
、

b
s
b
m官
主
将
及
。
誌
、
司
、
。
内
向
札
制
号
、
F
怠
句
。
巳
叶
同
門
U

〉
F
ω
Q
開
zn開
心
・
5
ω
-
N
O
由
(
H

由
N
由
)
・
ま
た
、
付
属
審
査
局
で
行
わ
れ
る
口
頭
審
理
は
、

例
え
ば
審
査
局
員
が
外
国
人
及
び
そ
の
弁
護
人
に
い
く
つ
か
の
質
問
を
発
す
る
等
、
極
め
て
略
式
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
〈
〉
Z

〈
F
R帽
子
器
、
ミ
ロ
・
(
出
)
同
門
誌
∞
0

・
な
お
、
付
属
審
査
局
の
性
格
等
に
つ
い
て
は
ω
0
0

出

8
0。
。
〈
・
守
吉
田
O

P

N
∞
同
司
邑
・
唱
。
(
巴
・
冨
自
由
・
噂

E
N
N
)
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
事
案
は
、
合
衆
国
市
民
の
子
供
で
あ
る
と
主
張
す
る
原
告
に
対
し
て
、
父
と
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
と
原
告

と
の
聞
の
関
係
の
存
在
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
入
国
拒
否
処
分
が
下
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
結
論
と
し
て
右
認
定
を
支
持

し
、
処
分
を
適
法
と
し
て
い
る
が
、
原
告
は
、
本
件
に
お
け
る
争
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
原
告
の
事
案
が
付
属
審
査
局
と
い
う
法
律
外
の
審
理
機

関
に
よ
っ
て
判
断
を
加
え
ら
れ
、
労
働
長
官
が
そ
の
勧
告
に
従
っ
て
結
論
を
下
し
た
こ
と
を
捉
え
て
、
原
告
に
対
し
て
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
る

労
働
長
官
へ
の
不
服
申
立
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
も
の
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
判
決
は
、
こ
の
問
題
は
主
と
し
て
各
省
の
組
織
の
問
題
で

あ
り
、
「
労
働
長
官
は
、
自
己
の
処
理
す
べ
き
案
件
に
つ
き
、
自
己
の
下
級
機
関
に
調
査
・
勘
案
さ
せ
る
権
限
を
有
し
、
ま
た
処
分
を
下
す
に
際
し

て
そ
れ
ら
下
級
機
関
の
報
告
書
を
考
慮
す
る
権
限
を
有
す
る
」
(
N
E
明
色
・
忠
告
N
)
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。
要
す
る
に
、

こ
の
判
決
も
ま
た
、
付
属
審
査
局
の
機
能
は
調
査
・
勧
告
と
い
う
内
部
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
相
手
方
に
対
す
る
最
終
処
分
は
労
働
長
官
に
よ

り
な
さ
れ
る
、
と
い
う
組
織
法
上
の
構
造
を
承
認
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
一
九
一
七
年
法
第
一
六
条
、
岩
律
え
・
∞
立
・
∞
虫
叶
・

(
お
)
一
九
一
七
年
法
第
一
七
条
、
出
盟
国
丹
・
巳
∞
∞
吋
・

(
幻
)
〈
〉
Z

〈
E
n田

内
w

的
相
、
ミ
ロ
・
(
ω
H
)

丘
町
・

(
犯
)
以
下
の
叙
述
に
つ
い
て
は
ミ
・
巳
怠

l
g参
照
。
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説論

(
m
m
)

ヒ
ア
リ
ン
グ
は
特
別
審
査
局
局
員
の
面
前
に
お
い
て
行
わ
れ
る
が
、
外
国
人
に
対
し
て
質
問
を
発
す
る
の
は
審
査
局
主
任
で
あ
る
。
ミ
・
白
片
品
∞

(
叫
)
入
国
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
外
国
人
が
立
証
し
な
け
れ
ば
入
国
拒
否
さ
れ
る
、
と
い
う
制
度
と
な
っ
て
い
る
(
一
九
一
七
年
法
第
一
九
条
、

ω由
ω
g同
・
巳
∞
∞
由
)
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
人
が
こ
れ
ら
の
点
を
黙
秘
し
た
場
合
に
は
外
国
人
は
入
国
拒
否
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
第

五
修
正
に
反
し
な
い
か
否
か
が
争
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
の
伝
統
的
な
立
場
は
、
退
去
強
制
手
続
が
刑
事
手
続
で
は
な
く
民
事
手

続
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
第
五
修
正
に
反
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
リ
l
デ
ィ
ン
グ
・
ヶ

l
ス
は

C
E
S己
宮
包

2

2
一
『
色
-

E
Z
w
z
g岳山、
4
・吋。門戸

M
E
d・
ω
-
E由
(HSω)
で
あ
る
。
な
お
参
照
、

b
s
s
oもさ
hshご
.SHF町
h
む
さ
ん
さ
さ
合
唱
、
bHhO唱曲、
s
.
q
bミ
ご
常
豆
町
』
5

b
¥
h
N
除
去
-
由
自
国
民
〈
・
円
、
.
同
州
開
〈
・
ロ
∞

P
E
g
-∞
(
凶
器
ω)
・

(
組
)
一
九
一
七
年
法
第
一
七
条
、
包

ω
Zけ
巳
∞
雪
・

(
必
)
〈
〉
Z

〈
目
。
戸
話
、
言
ロ
・

(ω
同

)as-n-広
口
問
問
5
5
-
m
g巴
。
ロ
河
口
-mHH・
2σ
円
山
・
∞
・
こ
の
こ
と
及
び
一
九
一
七
年
法
第
一
六
条

(ω
由m
紅
白
け
民

∞
∞
吋
)
|
|
外
国
人
は
、
労
働
長
官
へ
の
不
服
申
立
に
お
い
て
、
弁
護
人
等
が
一
依
頼
す
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
旨
の
告
知
を
受
け
る
、
と
い
う
も
の

ー
ー
か
ら
、
入
国
拒
否
手
続
に
お
い
て
外
国
人
が
弁
護
人
を
依
頼
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
る
の
は
、
入
国
拒
否
処
分
が
下
さ
れ
、
不
服
申
立
の
意

思
が
示
さ
れ
た
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
幻
)
〈
〉
Z

〈
E
n
R・
R-
白昨日
0

・
規
則
に
つ
い
て
の
引
用
は
な
い
。

(MH)
の
o
E
o
p
河
合
迂
宮
内
。
定
ま
と

3
h
s
s
p叫
誌
な
~
。
誌
、
さ
Q
m
h
m
s
h
p
a冨
-zz-F・
河
虫
、
・
∞
叶
印
・
∞
∞
∞
(
回
申
告
)
咽
〈
〉
Z

ぐ
目
。
目
♂
位
・
巳

E
0・
な
お
、

一
九
四
六
年
の
行
政
手
続
法
の
制
定
を
契
機
と
し
て
規
則
に
よ
り
、
入
国
拒
否
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
も
弁
護
人
依
頼
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
め
町
m-
∞【
U

・H

り・河
-
m
N
ω

∞-
M
(
釦
)
(
冨
∞
品
)
・

(
必
)
こ
こ
で
は
身
柄
拘
束
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
当
該
外
国
人
が
該
当
す
る
と
思
料
さ
れ
た
入
国
拒
否
事
由
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
必
)
以
上
の
叙
述
は
〈
〉
Z

〈
E
n
F
話
、
ミ
ロ
・

(ω
同
)
白
件
怠
由
に
よ
る
。

(
灯
)
そ
の
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ケ

l
ス
と
目
し
う
る
も
の
は
』
曲
目
)
白
ロ
巾
印
巾
同
B
B
-
m百
三
円
血
児

(JE自
己
印
可
国
〈
-
E
m
y巾『
)
-
E由
C
・
ω・∞由

(50ω)
で
あ

る
。
移
民
法
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
第
二
次
大
戦
よ
り
多
く
の
判
例
が
集
積
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

(
必
)
な
お
、
〈
〉
Z

〈
E
n田
内
温
伺
る
ミ
ロ
・

(ω
同
)
は
一
九
三
二
年
の
著
作
で
あ
り
、
こ
の
著
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
規
則
も
ま
た
一
九
三
二
年
当
時
の

も
の
で
あ
る
。
行
政
規
則
の
変
遷
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
な
い
し
判
例
等
よ
り
明
か
に
で
き
る
場
合
に
は
一
九
三
二
年
以
前
の
規
則
に
も
言
及

北法40(4・76)910



手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

す
る
が
、
こ
れ
が
で
き
な
い
場
合
も
多
々
あ
り
、
以
下
の
叙
述
は
一
九
一
七
年
法
及
び
そ
の
改
正
法
下
で
の
退
去
強
制
手
続
に
関
す
る
も
の
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

(
却
)
前
掲
注
(
泊
三

(
印
)
〈
〉
Z

〈
F
開。欠場印刷用もミロ・

(
ω
H
)

同伴∞
ω
・

(
日
)
な
お
、
違
反
事
件
の
調
査
段
階
に
お
い
て
も
、
規
則
等
に
特
に
定
め
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
実
務
上
、
手
続
的
適
正
の
要
請
を
満

た
す
た
め
と
思
わ
れ
る
処
理
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
違
反
事
件
の
調
査
を
行
う
に
先
立
ち
入
国
審
査

官
が
自
ら
の
地
位
を
明
示
し
、
調
査
対
象
た
る
外
国
人
に
対
し
て
、
外
国
人
の
な
す
弁
明
な
い
し
回
答
が
任
意
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
及
び

そ
れ
ら
弁
明
・
回
答
が
外
国
人
に
不
利
に
取
り
扱
わ
れ
得
る
こ
と
、
を
告
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
〈
〉
Z
〈
F
R
F
R・
己
申
N

・
行
政
調
査
段
階

を
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
、
は
移
民
法
の
分
野
に
お
い
て
も
ひ
と
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
最
近
の
円
5
5何
日
己
。
ロ
白
口
弘

Z
白
E
S
E

E
R
-。ロ
ω
q
i
B
〈・

0
巾紅白色
O
L
E
d
-
ω
-
M
H
O
-
E品
ω-Q-
口
器
(
呂
∞
汁
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
宮
川
成
雄
〔
一
九
八
六
|
二
ア
メ
リ

カ
法
一
一
一

O
頁
以
下
の
紹
介
が
あ
る
。
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
主
と
し
て
第
四
修
正
の
お
R
n
y
山
口
門
戸
認
定
員
四
と
の
関
係
で
、
極
め
て
多
く
の
判

例
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
ま
た
、
行
政
調
査
段
階
に
お
い
て
第
五
修
正
上
い
か
な
る
保
護
が
外
国
人
に
与
え
ら
れ
る
か
、
に
つ

い
て
は
、
古
く
か
ら
争
い
が
あ
る
が
、
例
え
ば
弁
護
人
依
頼
権
に
つ
い
て

F
O
老
巧
岳

ω
5可
〈
-
∞

R
W
5・N
N
印巴・

ω・怠
O

(

早
口
)
は
、
そ
の
後

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
弁
護
人
を
依
頼
し
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
弁
護
人
依
頼
権
の
保
障
な
き
行
政
調
査
を
合

法
と
し
た
。
そ
の
他
こ
の
点
を
め
ぐ
る
判
例
は
の
o
E
o
p
認
可
ぬ
ロ
・
(
な
)
白
二
∞

F
b参
照
。
し
か
し
、
行
政
調
査
段
階
よ
り
外
国
人
に
弁
護

人
依
頼
権
を
認
め
る
ほ
う
が
処
分
の
公
正
さ
を
よ
り
保
証
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
特
に
、
一
九
五
六
年
二
月
四
日
以
前
に
お

い
て
は
退
去
強
制
手
続
は
被
疑
者
の
身
柄
拘
束
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
己
貸
号
P
P
R
、
さ
R
a
ミ
h
b
g
S
H
3遺
骨
ミ
き
誌
、
さ
定
問
-

hm括的・

8
〉
∞
・
〉
・
]
宮
司
自
(
巴

E)
・
一
九
五
六
年
二
月
以
降
は
、
身
柄
拘
束
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
理
由
立
証
命
令

(
O
丘
q
Z
ω
宮
名

門
富
田
叩
)
の
送
達
に
よ
り
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
収
容
令
状
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
被
疑
者
が
逃
亡
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
な
い
し

被
疑
者
を
放
置
す
る
と
国
家
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
∞
(
い
・
司
・
閉
山
・
お
お
-
N
(
国
)
(
冨
∞
品
)
)
、
及
び
行
政
調
査
が
行
わ
れ

る
時
期
が
し
ば
し
ば
こ
の
身
柄
拘
束
の
後
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
前
で
あ
っ
た
こ
と
、
か
ら
す
る
と
、
行
政
調
査
段
階
に
お
い
て
も
弁
護
人
依
頼
権
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
か
な
り
の
説
得
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
。
。
門
芯
ロ
・
師
号
、
ミ
ロ
・
(
主
)
白
同

g
H・

(
臼
)
〈
〉
Z

〈
F
開
門
い
月
子
程
、
ミ
ロ
・
(
包
)
同
門

ZN-
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説論

(
臼
)
後
に
も
検
討
す
る
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
外
国
人
が
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
い
か
な
る
権
利
を
有
す
る
か

を
判
定
で
き
る
正
確
な
基
準
を
明
示
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
は
い
わ
ゆ
る
』
若
田
口
巾
8
H
B
B
-
m
E三
わ
血
児

(
J
E
B白
Z
E
〈

E
m
V
R
-
H
S
C・
ω
-
g・
5
0
(
E
S
)
)
に
お
い
て
、
外
国
人
の
「
自
由
」
(
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
)
を
侵
害
す
る
法
律

の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
処
分
庁
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
諸
々
の
基
本
原
則

(
E
D
E
-
E
g
g
-
耳目ロ

nez凹
)
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
現
代
的
な
準
則
を
定
立
し
た
(
の
白

E
E円

-ph町
、
さ
内
向
怨
言
、

be。主将
S
F
∞国

E
2
2の
印
わ
。

zm叶
-
F・
p
・
ω芦
念
日
(
邑
巴
)
)
の
で

あ
る
が
、
い
か
な
る
手
続
が
適
正
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
連
邦
最
高
裁
は
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
行
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
課
せ
ら
れ
る
手
続
上
の
要
件
に
つ
い
て
連
邦
最
高
裁
が
判
断
を
下
し
て
い
な
い
現
状
で
は
、
本
文
で
あ
げ
た
五
つ
の
検

討
対
象
は
い
わ
ば
当
座
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
五
つ
の
要
件
に
し
ぼ
っ
た
の
か
、
で
あ
る
が
、
先
に
(
第
一
章
第
一
節
注
(
位
)
及

び
そ
の
本
文
)
挙
げ
た
ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
決
の
十
要
件
中
、
口
頭
で
の
証
拠
の
提
示
・
反
対
尋
問
・
不
利
な
証
人
と
の
対
決
及
び
自
己
の
主
張

と
対
立
す
る
証
拠
の
提
示
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
、
記
録
に
基
づ
く
決
定
に
つ
い
て
の
検
討
を
除
外
(
後
述
す
る
よ
う
に
、
入
国
審
査
官
自
ら
が
調

査
・
訴
追
・
裁
決
権
限
を
有
す
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
論
ず
る
実
益
が
さ
ほ
ど
な
い
と
考
え
た
ら
で
あ
る
。
)
し
、
口
頭
弁
論
は
制

度
上
所
与
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
こ
れ
も
紹
介
か
ら
除
き
、
ま
た
、
処
分
理
由
の
告
知
は
⑥
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
、
退
去

強
制
制
度
特
殊
に
問
題
と
な
る
立
証
責
任
を
加
え
た
。
な
お
宮
川
茂
雄
「
退
去
強
制
手
続
の
司
法
審
査
(
二
」
『
同
志
社
法
学
』
三
五
巻
六
号
七

九
頁
(
一
九
八
四
)
参
照
。

(臼
)
(
u
o
-
u
認可〈・

ωw巾町出口
m
g口
"
呂
田
，
a
-
口w
怠
(
ロ
・
冨

E
m
-
-
E
N
S
・

(
日
)
〈
〉
Z
〈

E
【
い
甲
山
・
足
、
ミ
ロ
・

(ωH)
己
申
∞
-

(珂
)

(

U

。
}
苫
吋
〈
・

ωr門広
P
M
m
Z
P
M
m印
刷
り
包
・
白
丹
念
・
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
と
い
え
る
弁
護
人
依
頼
権

G
R
開
M

唱
曲
ユ
巾

n
y
E
F
ミ

JへOFNNω
明，
a
-
E∞
(
昌
広
)
)
に
つ
い
て
、
処
分
庁
の
裁
量
に
よ
り
そ
の
告
知
時
期
を
左
右
す
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
弁
護
人
依
頼
権
の

実
質
的
な
否
定
に
も
つ
な
が
り
得
る
た
め
、
憲
法
上
問
題
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
し
か
し

FO若
者
与

ω
c
a
〈-∞

R
E
P
N
N印
C
・
ω・
怠

O
L弓

(EHN)
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
終
了
す
る
前
に
処
分
の
相
手
方
が
弁
護
人
依
頼
を
し
た
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ひ
と
つ
の
理
由
と
し

て
、
予
備
調
査
段
階
に
お
け
る
弁
護
人
依
頼
権
保
障
の
欠
如
を
正
当
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
判
例
法
理
の
下
で
は
弁
護

人
依
頼
権
の
告
知
時
期
を
め
ぐ
る
行
政
庁
の
裁
量
は
相
当
広
範
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
九
年
に
お
け

る
規
則
の
改
正
は
も
っ
ぱ
ら
外
国
人
の
弁
護
人
依
頼
権
を
制
制
約
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
動
機
に
不
正
が
あ
る
も
の
と
し
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川
)
阻
室
l
Q纏
剛
世
代
伊
ロ
爪
・

l
Jト
右
爆
川
仲



説論

証
拠
(
円
g
gロ田区巾
w
g
g
S
E
E
-
白
口
弘
胃
oσ
白巳〈巾

2
E巾
ロ
円
巾
)
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
限
り
有
効
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規

定
に
つ
き
連
邦
最
高
裁
は
、
退
去
強
制
処
分
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
事
実
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
、
一
義
的
な
、

説
得
力
あ
る
証
拠

(
n
Z
R・
5
2
zぞ。
S
E
E
n
cロ〈
E
n一
口
問
宮
正
gnm)
を
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
立
証
す
る
証
拠
の
程
度
と
し
て
要
求

す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
当
。
。
号
山
、
〈
-
H
B
B
f
z巴
。
ロ
自
己

Z
白同
CE--N由昨日。ロ
ω
2
4
-
2・
ω∞印
C
・
ω
-
N
F
N
g
(呂田町)・

(ね

)
M
E
d・
ω
-
E由

(ENS-

(
引
け
)

L

ミ
・
白
門
回
目
ω・

(
布
)
匂
同
町
、
句
、

hw-Erw回
、
司
・
出
担
当
2
・
N
b
y
N内凶器品

(
H
a
C
F
E
N
S
-
∞E
弘
常
〈
-
N
ロ号』

nr・
ω∞
同
六
回
門
田
町
N
(由
S
C「
-L80)
唱
巴
昆
芯
己

ω
S
R印

a
z
-
-
呂
田
町
。
匂
〈
・
当
国
同
E
E
L
S同
包
印
。
印

(
N
E
C戸
)
ミ
ミ
・
h

ぎ
な
礼

ωωE-ω
・
∞
包

(
E
h
)
・

(
m
m
)

〈〉
Z

〈戸開門
U
F
S』マミロ・

(ω
同
)
白
昨
日
宰
も
同
旨
と
思
わ
れ
る
。

(η)
な
お
の
。
問
。
。
zhw
問。印開
Z
ヨ開
F
0
・
H〉
宮
言
。
宮
一
ゴ
O
Z
円、〉者〉
Z
ロ
可

R
E
N
U
C同開・

2
・
HSu
切
口
申
(
冨
∞
仏
)
は
、
処
分
の
相
手
方
が
外
国
人

た
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
政
府
側
に
あ
る
、
と
す
る
。
わ
が
国
で
は
、
こ
の
点
が
最
高
裁
に
よ
り
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
下
級
審
判
決
で
、

外
国
人
で
あ
る
こ
と
の
立
証
責
任
は
入
国
審
査
官
に
あ
る
と
し
た
も
の
と
し
て
、
大
阪
地
判
四

0
・
一
・
三

O
判
時
四

O
四
号
七
頁
、
東
京
地
判

五
四
・
一
・
二
三
判
時
九
一
五
号
四
七
頁
等
が
あ
る
。
右
の
大
阪
地
判
は
そ
の
理
由
を
、
退
去
強
制
処
分
の
重
大
性
及
び
国
籍
の
存
否
の
認
定
の

重
大
性
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
下
級
審
判
決
を
尾
吹
善
人
「
外
国
人
と
人
権
」
清
宮
四
郎
・
佐
藤
功
・
阿
部
照
哉
・
杉
原
泰
雄
編
『
新
版

演
習
憲
法
1
総
論
・
人
権
I
』
一
一
六
頁
(
一
九
八

O
)
は
妥
当
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

(
河
)
詰
盟
国
け
∞
戸

-
S
0・

(乃

)AphwωSFH印一戸]戸昂印昂・

(
剖
)
〈
〉
Z

〈
E
n
F
S
H
Uミ
ロ
・
(
臼
)
同
門

E
H・

(
別
)
現
行
法
下
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
五
二
年
法
第
二
九
一
条
(
∞
ロ
・

ω-n・
2
8
H
)
は
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
は
合
衆

国
へ
の
入
国
の
時
・
場
所
・
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
立
証
責
任
が
処
分
の
相
手
方
に
あ
る
、
と
す
る
の
み
で
あ
り
、
規
定
の
文
言
等
か
ら
は
、
す

べ
て
の
退
去
強
制
手
続
に
適
用
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
の
。
問
。

o
z
h
w
m
o詰
2
2開
E
L宰
ミ
ロ
・
(
ゴ
)
田
仲
間
印
呂
σ・
守
口
∞
・
品
(
呂
∞
品
)
は
、
こ

の
規
定
は
入
国
の
合
法
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
理
論
的

に
は
必
ず
し
も
「
明
ら
か
」
と
は
い
え
ず
、
右
の
よ
う
な
解
釈
を
施
す
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(二)

筆
者
の
知
る
限
り
、
こ
の
点
を
正
面
か
ら
論
じ
た
判
例
は
町
田
口
〈
・
円
B
B
-
m
g
t
oロ
田
口
仏

Z
田
宮
門
色
町
巳
宮
口

ω
R
i
B
w
g品
目
包
怠
少
ミ
H

(
H

混
同
)
の
み
で
あ
る
。
本
判
決
は
右
の
ご
と
き
解
釈
を
施
す
理
由
を
三
点
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
不
法
入
国
が
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
事

案
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
争
点
に
つ
い
て
証
拠
を
要
求
す
る
正
当
な
理
由
が
な
い
こ
と
、
②
現
行
法
第
二
九
一
条
は
、
立
証
責
任
と
い
う
手
続

的
な
問
題
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
体
的
な
退
去
強
制
事
由
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
入
国
の
合
法
性
が
争
わ
れ
て
い
な

い
事
案
に
お
い
て
も
第
二
九
一
条
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
と
、
合
法
な
入
国
の
立
証
責
任
以
外
の
点
で
は
入
国
の
合
法
性
と
は
無
関
係
な
事
件
に

お
い
て
、
退
去
強
制
事
由
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
こ
と
、
③
不
法
入
国
が
退
去
強
制
事
由
の
要
素
で
は
な
い
事
案
に
本
条
を
適
用
す
れ
ば
、

理
由
立
証
命
令

(
O
E
R
Z
ω
}居
宅

n
g∞
叩
)
に
示
さ
れ
て
い
な
い
事
由
に
基
づ
く
退
去
強
制
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
反

す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

(
位
)
〈
〉
Z

〈
戸
貝
UF
程
、
ミ
ロ
・
(
ω
同
)
巳
N
O
印・

(
回
)
の
o丘
。

p
p
h町、司
G
R
a
b
¥
h
n
H
S
S
N
S
S砂
川
ミ
忠
一
言
、
さ
町
内
向
、
3
F
E〉
∞
・
〉
・

]
ω
p
g
(
昌
宏
)
・

(
制
)
〈
〉
Z

〈
E
n
F
S
H
V
S
ロ
・
(
臼
)
巳

Nωc・

(
回
)
」
ミ
・

(前
)
h
g円
w
w
M
ミ
ミ
ロ
・

(ω
品)由同
N
C
日
・
も
っ
と
も
、
〈
〉
Z

〈
E
n甲
子
ミ
・
白
円

Haー
コ
に
よ
れ
ば
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
は
労
働
長
官
が
退
去
強

制
処
分
に
付
す
る
か
否
か
を
始
審
的
に
判
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
終
了
し
た
後
に
得
ら
れ
た
新
た
な
証
拠

を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
(
た
だ
し
、
外
国
人
が
当
該
証
拠
を
反
駁
す
る
機
会
の
保
障
が
必
要
て
と
い
う
。

(
町
)
〈
〉
Z

〈
目
。
穴
w
M
足
、
ミ
ロ
・
(
包
)
同
門
に
叶
・

(ω
∞)め向旬、札山氏・由同

Nω0・

(
伺
)
』
ミ
え
呂
町
-
n
Eロ
m
-
5
5山
関
門
白
色
。
ロ
河
口

r
N少
mzσ
己・品

(
卯
)
同
九
回
門
戸
。
日
出
・

(
但
)
実
際
に
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
り
予
備
調
査
段
階
で
と
ら
れ
た
証
言
に
つ
き
、
外
国
人
が
該
証
言
を
行
っ
た
証
人
に
対
し
て
反
対
尋
問
を
行
う

こ
と
な
く
、
右
証
言
を
証
拠
と
し
て
処
分
の
根
拠
と
し
て
も
合
法
で
あ
る
、
と
の
判
例
が
あ
る
o
n
z
o君
。

z
E
〈-∞
R
W
5・
NNω
匂
包
品
∞
吋
(
宮
町

(い町・・

]SH印)・

(但)山山町向
w〈〉
Z

〈
E
n
F
M足
、
ミ
ロ
・
(
臼
)
同
己
C

由
・
証
人
が
一

s
s
-
m
z
t。
ロ
印
門
良
一
。
ロ
に
き
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
り
、
入
国
審
査
官
が
証
人
の
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説論

家
や
職
場
を
訪
問
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
な
ど
。

(
回
)
こ
の
種
の
情
報
と
し
て
は
予
備
調
査
段
階
に
お
け
る
証
言
の
他
、
宣
誓
供
述
書

Z
E
E
-
z
)、
証
人
の
宣
誓
の
有
無
が
不
明
な
供
述
よ
り
成

る
記
録
、
伝
聞
証
拠
な
ど
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ミ
・
巳
呂
吋
l
H
N

(
倒
)
(
リ
ピ
完
戸
印
刷
、
ミ
ロ
・

(g)
白骨

ω
2・

(
町
)
〈
〉
Z

ぐ
E
n
F
的
堂
、
ミ
ロ
・

(ω
同)同門Ha吋・

(
M
m
)

。。円仏。
p
~むも司、

h
H

ロ・(∞
ω)
丘一

ω
∞w
n
-
Z
ロ
m
m開句
O
問、H
4

0

司
ω開門リ河内
H
a

〉
問
〈
。
司
戸
〉
図
。
同
-m
わ
O
玄
冨
-
4
叶何回♂∞酌(]{申

h
H
(
)
)

・

(
肝
)
一
九
五
二
年
法
第
二
三
五
条
(

C

)

、∞
C
・
ω

〔

U

・2
N

N
印(円)・

(
開
)
∞
わ
同
月
・
申
M
A
N
-

ロ
(
白
)
(
H
U
∞
品
)
・
こ
れ
を
合
法
・
合
憲
と
す
る
判
例
は
多
々
あ
る
が
、
退
去
強
制
の
停
止
に
関
す
る
古
可
〈
-
∞

cE-ω
巴
C-

ω
-
E印
(
冨
印
。
)
が
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

(
卯
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
三
条

(
h
)
、∞巴・

ω
n・
2
M
g
p
)
・

(
問
)
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
多
く
の
下
級
審
判
例
が
あ
る
こ
と
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。

(
肌
)
そ
の
権
限
・
機
能
に
つ
い
て
は
前
掲
注
(
拘
)
参
照
。

(
肌
)
〈
〉
Z

〈
E
打
開
デ
話
、
ミ
ロ
・

(ω
己

主

E叶

(
間
)
本
節

(
2
)
(
b
)
②
参
照
。

(
胤
)
〈
〉
Z

〈
E
H
U町
内

-
M
N
h
h
v
ミ
ロ
・

(ω
同)白同
H
A
R
M
-

(
邸
)
ミ
・
白
骨

H
h
に
よ
れ
ば
、
付
属
審
査
局
で
の
手
続
は
専
ら
記
録
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
氏
・
尽
き
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
聞
か
れ

る
場
合
、
そ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
主
と
し
て
付
属
審
査
局
局
員
が
処
分
の
相
手
方
一
た
る
外
国
人
及
び
そ
の
弁
護
人
の
主
張
を
聞
く
、
と
い
う
も
の
の

よ
う
で
あ
っ
た
。

(
邸
)
た
だ
し
、
入
国
審
査
官
と
付
属
審
査
局
局
員
相
互
が
現
実
に
は
ど
れ
ほ
ど
密
接
な
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
か
等
は
不
明
。
』
ミ
同
門

E
印
は
、

入
国
審
査
官
が
労
働
省
と
連
絡
を
行
う
こ
と
は
例
外
と
さ
れ
る
。

(閉山)旬、・回同
HAP-
吋・

(
削
)
入
国
拒
否
事
件
の
場
合
に
は
、
特
別
審
査
局
で
提
示
さ
れ
た
記
録
の
み
に
基
づ
い
て
付
属
審
査
局
は
判
断
す
る
も
の
と
さ
れ
(
一
九
一
七
年
法

第
一
七
条
、
出
ω
Zけ∞
2
・
∞
コ
)
、
こ
れ
が
入
国
拒
否
事
件
と
退
去
強
制
事
件
と
の
間
で
差
異
を
生
ず
る
ひ
と
つ
の
場
合
で
あ
る
。
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(ニ)

(
問
問
)
〈
〉
Z

〈
F
R
F
印
刷
も
さ
ロ
・
(
出
)
釦
同
工
吋
・

(
則
)
町
、
・
白
門
同
吋
由

(m)
足
・
巳
=
∞
・

(
山
)
一
九
一
七
年
法
第
一
六
条
、

S
2巳
・
∞

2
・∞

gl吋・

(
旧
)
一
九
一
七
年
法
第
一
九
条
、
活
皆
巳
・
え
∞

g-

(
出
)
〈

E
〈

E
R印
刷
、
ミ
ロ
・
(
ω
H
)

白
門
口
∞
・

(
出
)
冨
同
巴
巾
門
司
・
開
σMコ
M
E
d
-
ω
・
ω
N
-
t一
(
E
N
S
-

(
出
)
、
H
，F

『
。
ロ
ョ
。

z-05
〈
-
C
E
R巳

ω
g芯田・
ω
m
J
E
∞C
U
(
H
a
n
-
吋・・

5
N印)・

(
即
)
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
①

E
と
と
し
て
理
論
上
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
完
全
な
豆
巳
と
し
て
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
り
、
反
対
尋
問
あ
る
い
は
証
人
喚
問
と
い
っ
た
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
タ
イ
プ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
あ
っ
て
も
手
続
的

デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
件
を
満
た
し
得
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
②
一
連
の
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
、
入
国
審
査
宮
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

及
び
付
属
審
査
局
に
お
け
る
手
続
の
相
互
関
係
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
右
両
者
の
手
続
に

対
す
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
②
に
関
し
て
い
え
ば
、
い
か
に
理
論
上

付
属
審
査
局
の
手
続
が
丹
江
巳
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
丹
江
田
一
が
完
全
再
審
理
(
骨
ロ
。
〈
。
豆
包
)
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
前
述
し
た
よ
う

な
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
手
続
が
有
し
て
い
た
実
務
上
の
機
能
の
重
要
性
、
及
び
付
属
審
査
局
に
お
け
る
手
続
形
態
の
簡
略
性
を
考
え
る
と
、
後

に
検
討
す
る
、
入
国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
め
ぐ
る
多
く
の
判
例
が
、
後
続
の
付
属
審
査
局
に
よ
る
豆
色
手
続
の
存
在
に
注
目
せ
ず
、
入

国
審
査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
を
そ
れ
と
し
て
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る。

(
国
)
一
九
一
七
年
法
に
お
い
て
、
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国
人
を
裁
量
に
よ
り
労
働
長
官
が
救
済
で
き
る
場
合
が
第
三
条
お
拐
片
手
笥
P

雪
下
∞
)
、
及
び
第
二
一
条

(ω
申
告
白
け
巳
∞
旨
仮
釈
放
に
関
す
る
規
定
)
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
手
続
要
件
は
法
律
上
、
さ

ら
に
は
規
則
に
よ
っ
て
も
定
め
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
他
方
、
退
去
強
制
事
由
該
当
の
外
国
人
を
裁
量
に
よ
り
救
済
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
裁
量
権
行
使
の
た
め
の
実
体
的
要
件
さ
え
法
令
上
な
ん
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
~
山
町
町
・
〈
〉
Z

〈
巴
門
UF
印
刷
も
ミ
ロ
・

(ω
己

主

ロ
品
・
し
か
し
、
退
去
強
制
事
由
該
当
の
外
国
人
を
実
際
に
退
去
強
制
処
分
に
付
し
た
場
合
非
常
に
大
き
く
か
っ
不
合
理
な
過
酷
な
状
況
を
外
国
人
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説

に
与
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
当
時
よ
り
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
種
の
外
国
人
を
救
済
す
る
た
め
、
実
務
上
労
働
長
官
に
よ
り
い
く
つ
か
の
手

段
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
右
の
手
段
と
し
て
は
、
退
去
強
制
執
行
の
延
期
、
収
容
令
状
の
取
り
下
げ
、
任
意
出
国
の
許
可
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ

た
。
旨
・
巳
民
∞
・
な
お
、
こ
れ
ら
裁
量
権
の
行
使
に
対
し
て
手
続
的
統
制
を
問
題
と
す
る
判
例
は
こ
の
時
期
末
だ
に
出
現
し
て
い
な
い
。

さきA
E聞

第
三
節

本
章
の
ま
と
め

こ
こ
で
は
ま
ず
、

一
九
五
二
年
(
現
行
)
移
民
法
の
処
分
手
続
と
一
九
五
二
年
法
制
定
以
前
に
お
け
る
処
分
手
続
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

一
九
五
二
年
前
後
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
か
を
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

き
、
そ
の
概
要
を
改
め
て
ご
く
簡
単
に
述
べ
た
後
、

ま
ず
一
九
五
二
年
法
下
の
処
分
手
続
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
の
手
続
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
を
ほ
ぽ
満
た
す
も
の
と
い
わ

れ
て
い
る
。
特
に
退
去
強
制
手
続
は
、
国
選
弁
護
人
の
保
障
以
外
は
刑
事
手
続
に
類
似
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
入
国
拒
否
処
分

手
続
も
、
い
く
つ
か
の
点
で
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
退
去
強
制
手
続
に
類
似
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
一
九
五
二
年
以
前
に
は
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
に
お
い
て
は
、
第
一
次
的
な
行
政
処
分
段
階
で
の
手
続
的
保
護
は
薄
い
。
こ
れ
は
、

不
服
申
立
手
続
等
に
よ
る
手
続
保
障
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
退
去
強
制
手
続
は
、
形

式
的
に
は
行
政
機
関
の
制
定
す
る
規
則
に
よ
り
か
な
り
の
程
度
整
備
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
質
的
な
内
容
は
相
当
脆
弱
な

も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
処
分
事
由
の
告
知
は
適
用
法
条
の
告
知
の
み
で
十
分
と
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
証
拠
へ
の
反
駁
に
つ
い
て
は
、
機
密

情
報
の
存
在
が
承
認
さ
れ
、

事
実
が
窺
わ
れ
る
。

そ
れ
へ
の
反
駁
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
行
政
機
関
が
規
則
違
反
の
行
為
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
た

こ
の
よ
う
に
、
現
行
一
九
五
二
年
法
制
定
前
後
の
法
律
な
い
し
規
則
上
の
手
続
制
度
を
比
較
し
て
み
る
と
、
入
国
拒
否
手
続
に
つ
い
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

て
は
現
行
法
制
定
の
前
後
で
顧
著
な
差
異
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
退
去
強
制
手
続
制
度
は
一
九
五
二
年
以
前
に
既
に
相
当
そ
の
整
備
が
進
行

し
て
お
り
、
一
九
二
四
年
当
時
)
の
処
分
手
続
と
現
行
法
下
の
そ
れ
と
は
基
本
的
に
は
同
一
の
内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

も
ち
ろ
ん
、
退
去
強
制
手
続
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
重
要
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
現
行
法
の
も
と
で
も

手
続
保
障
の
進
展
は
常
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
現
行
法
下
で
の
手
続
保
障
の
進
展
と
い
う
点
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
職
能
分
離
の
進
行
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
法
の
制

定
に
よ
り
、
い
か
な
る
特
別
審
理
官
も
自
己
が
調
査
に
参
加
し
た
事
件
の
手
続
を
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
特
別
審
理

官
を
調
査
か
ら
完
全
に
離
す
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
訴
追
権
と
裁
決
権
と
の
分
離
は
図
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
点
を
改
正
し
、
訴
追
権
限
を
特
別
審
理
官
か
ら
分
離
し
た
も
の
が
一
九
五
六
年
三
月
六
日
施
行
の
規
則
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、

特
別
審
理
官
が
移
民
帰
化
局
の
一
部
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
職
務
の
独
立
性
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
特
別
審
理

官
の
権
能
が
裁
決
に
限
定
さ
れ
、
か
っ
そ
の
職
の
独
立
性
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
三
年
に
新
た
に
創
設
さ
れ
た
移
民

審
査
行
政
局
(
何
阿

R
E
2
0
E
2
P
ニ
E
E
m
g
z。ロ河内三
0
4
司
)
に
特
別
審
理
局
が
移
さ
れ
、
す
べ
て
の
特
別
審
理
宮
は
忠
吉
宮
古
で

あ
り
、
そ
の
唯
一
の
責
務
は
裁
決
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
現
行
法
下
で
の
手
続
保
障
の
進
展
は
退
去
強
制
手
続
の
み
な
ら
ず
、
入
国
拒
否
手
続
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
現
行
法
の

制
定
及
び
そ
の
後
の
手
続
制
度
の
整
備
に
よ
り
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
と
退
去
強
制
処
分
手
続
と
の
類
似
性
が
増
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。

三
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
出
入
国
管
理
手
続
の
整
備
を
も
た
ら
し
た
要
因
、
及
び
入
国
拒
否
手
続
と
退
去
強
制
手
続
と
の
差
異
を
も
た

ら
し
た
要
因
は
何
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
出
入
国
管
理
手
続
の
整
備
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
は
、
実
体
的
な

「
国
外
退
去
事
由
」
の
性
格
の
変
化
(
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
は
、
ま
ず
入
国
拒
否
事
由
が
登
場
し
、
そ
の
後
入
国
要
件
不
該
当
を

理
由
と
す
る
退
去
強
制
、
最
後
に
在
留
要
件
違
反
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
由
が
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
)
及
び
「
国
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外
退
去
事
由
」
の
内
容
の
拡
大
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
移
民
法
は
、
そ
の
歴
史
の
初

期
の
段
階
で
は
、
そ
の
処
分
を
司
法
手
続
に
委
ね
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
処
分
事
由
の
性
格
の
多
様
化
と
処
分
事
由
の
内
容
の

拡
張
に
伴
い
、
処
分
を
下
す
こ
と
が
裁
判
所
に
と
っ
て
は
過
重
負
担
と
な
る
、
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
、
処
分
手
続
が
行
政
機
関
に
移
行

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
新
た
に
、
い
な
か
る
処
分
手
続
に
よ
り
行
政
機
関
は
そ
の
判
断
を
下
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
発
生

す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
行
政
手
続
を
整
備
す
る
目
的
(
換
言
す
れ
ば
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
行
政
手
続
に
も
適
用
す
る

目
的
)
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
り
、
現
段
階
で
こ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
は
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
行
政
段
階
で

事
実
関
係
を
正
確
に
確
定
す
る
必
要
性
と
迅
速
な
権
利
救
済
の
必
要
性
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
体
的
な
「
国
外

退
去
」
事
由
の
多
様
化
と
複
雑
化
に
よ
り
、
行
政
段
階
で
事
実
関
係
を
正
確
に
確
定
す
る
た
め
に
は
、
行
政
手
続
を
そ
れ
に
応
じ
て
整
備
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
で
は
、
入
国
拒
否
で
あ
れ
、
退
去
強
制
で
あ
れ
、
手
続
整
備
の
必
要
性
に
は
変
わ

り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
現
行
法
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
入
国
拒
否
手
続
と
退
去
強
制
手
続
と
の
間
で
そ
の
内
容
に
大
き
な

違
げ
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
理
由
は
次
の
二
つ
で
あ
る

-u

第
一
に
は
、
処
分
の
相
手
方
の
利
益
状
況
の
違
い
で
あ
り
、

第
こ
に
は
、
右
の
点
と
密
接
な
結
び
付
き
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
判
例
法
上
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
は
退
去
強
制
手
続
に
は
適
用

が
あ
る
が
、
入
国
拒
否
手
続
に
は
適
用
が
な
い
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
の
適
否
と
考
え
方
の
妥
当
性
も
含
め
て
、

以
下
の
章
で
は
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

言命

第
一
章
第
三
節
注

(
1
)
本
稿
で
、
現
行
法
制
定
以
前
の
制
度
を
分
析
す
る
に
際
し
て
依
拠
し
た
〈
〉
Z

〈
日
わ
帽
子
〉
ロ
E

Z
円
出
回
〉
ゴ
〈
開
。
o
z己同一。
F

。司〉巳何日，，『印
(
H
S
N
)

が
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
法
制
度
は
一
九
一
七
年
法
を
改
正
し
た
一
九
二
四
年
法
及
び
そ
の
下
で
の
規
別
で
あ
る
。

北法40(4・86)920



手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

(2)
職
能
分
離
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
現
行
法
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
調
査
機
能
、
訴
追
機
能
、
裁
決
機
能
が
同
一
の
入
国
審
査
官
に
帰
属
し
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
制
定
に
よ
り
、
い
か
な
る
特
別
審
理
官
も
自
己
が
調
査
に
参
加
し
た
事
件
の
手
続
を
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
、
∞
C
・∞

-n
古
田
N
(
σ
)

・

(3)

一
九
五
六
年
の
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
身
柄
拘
束
に
よ
る
手
続
開
始
で
は
な
く
、
理
由
立
証
命
令
に
よ
り
退
去
強
制
手
続
が
開
始
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
本
章
第
一
節
注
(
印
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
4
)
前
掲
注

(
2
)
。

(
5
)
仇町内
LLog-Nvm苦
主
主
c
o
s
s
h叫

p
h町
、
さ
R
F
印
ω↓〉
Z
・問、
.HN開〈・叶
NNw
叶
ωN1ω(呂町
ω)
・

(
6
)
め

F
Z
o
F
g同
年
R
E
E
A冨
ε
o
h苅
ミ
な

b
e。
き
さ
お
手
。
町
内
ミ
3
9
お
〈
〉
・
円
、
.
m
E
-
g
ω
ふ
OEl吋
(
邑
印
由
)
・

(
7
)
p
n
h
-
F
F。
宮
NaFO匂巾
N-M3F同
均
給
pmMb¥
凡同町役
S
M
S
b
Rも
。
三
ミ
m
s
a
s
h同町
H
え
g
mもお
-NC目。〉問。問、.同州開〈・吋
ω「吋印。

H
白
nnOBU白
ロ
可
宙
開

ロ
-
E由
(
E
E
)
噌円、巾三口∞
o
p
h
旬、町内札芝公司、

(UCRミる唱、
ι

『
還
さ
党
ミ
凡
な
お
同
S3.SAm羽
ぬ
誌
、
み
専
門
N
m
N
p
g
z。
叶
問
問
。
oy向開
FLPJξJ町田
W
F
E
P
宮町
1叶

(]戸窓口)・

(8)
∞
ゎ
・
出
河
-
m
N
8・
EN-
∞
l
N
O
(
H
S
S
-
z
m
O
E
m
s
-
3還
さ

(upqg同
志
『

HF町
同
き
た
き
ミ

hh川町
S
Q
h
b
q
.ミ
N
E
S
S
一
み
匂
HR舎
ミ

h
s
s釘
SHFMS
、日
YORa-2-04司〉問、
.
m虫、・

HN由戸

z
g
(同宮町)・

(
9
)
こ
こ
で
、
行
政
処
分
過
程
に
手
続
保
障
を
承
認
す
る
意
義
と
目
的
(
手
続
保
障
の
価
値
)
に
関
す
る
議
論
状
況
を
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

ぅ
。
ま
ず
、
機
能
と
い
う
側
面
か
ら
み
た
場
合
、
手
続
と
は
、
決
定
作
成
者
の
行
う
決
定
を
裏
付
け
る
情
報
の
交
換
、
獲
得
及
び
処
理
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
あ
る
(
同
岳
ロ
戸
、
3
R
n
e
s
N
K曲、
S
E
G
S
h
s
s
S
H
a
s号
m
u
R宣
言
さ
む
を
.
一
員
尚
一

h
q
s凡
な
丸
、
。
ミ
さ
き
お
い
C〉
ロ
・
「
担
当
・
怠
円

九日昂也

(
H
S∞
)
・
)
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
手
続
き
を
行
政
機
関
の
決
定
作
成
と
い
う
場
面
で
保
障
す

る
、
と
い
う
こ
と
が
果
た
す
基
本
的
役
割
と
は
、
行
政
機
関
の
な
す
決
定
の
更
正
さ
と
正
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
政
府
と
国
民
と
の
聞
で
、

決
定
に
先
立
ち
、
「
対
話
」
(
己
E
a
E
)
を
行
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
指
摘
(
匂
町
m
-
ω
8
E
5・
按
町
内
$
s
h
p
h町
、
さ
R
a
5
e
a
一一「。
s
aミ

ぬ
ミ
。
ミ
河
合
も
。
ま
な
m
h
bも
さ
ahhH
円。

hV3nmn叫

Hsd町
、
さ
な
a
e
F
H
N叶
d
・
司
〉
・
問
、
閉
山
開
〈
・

H
H
Y
E
H
(
5
4
g
-
n
Eロ問、吋回目∞
F
〉玄何刷出円い
hrz

(U。
z
m
d叶
C
叶目。
Z
〉
F
F〉
巧
印
印
C(H印
門

E
-
H
U吋
∞
)
・
)
が
あ
る
。
右
の
こ
と
に
、
手
続
保
障
に
よ
り
実
体
判
断
の
正
確
さ
が
担
保
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
を
加
え
れ
ば
、
抽
象
的
に
は
手
続
保
障
の
も
つ
意
義
の
大
半
を
カ
バ
ー
し
得
る
で
あ
ろ
う
(
例
え
ば
梅
木
崇
訳
〈
巾
『
}
内
包
}
「
行
政
手
続
に
お
け

る
新
し
い
概
念
(
二
)
」
(
吋
宮
開
g
q
m
E
m
n。ロロ巾
3
0同
〉
仏
B
E
E
E
Z〈巾

p
c
n
E
C
5・叶∞わ。
E
ζ
・
「
同
開
〈
-M印
∞
(
冨
吋
∞
)
)
『
駒
大
法
学
部
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説論

政
治
学
論
集
』
二

O
号
三
三
頁
(
一
九
八
四
)
参
照
)
。
要
す
る
に
、
手
続
的
正
義
の
観
念
の
核
心
は
、
あ
る
問
題
に
対
す
る
決
定
に
先
立
っ
て
競

い
あ
っ
て
い
る
諸
々
の
要
求
に
対
し
て
公
正
な
手
続
に
乗
っ
取
っ
た
公
平
な
配
慮
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
に
お
け
る
恋
意
専
断
を
排

除
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
(
田
中
成
明
「
法
哲
学
・
法
律
学
・
法
実
務
」
『
現
代
法
哲
学
』
第
三
巻
二
五
頁
二
九
八
三
)
)
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
、
さ
ら
に
、
手
続
保
障
の
基
礎
に
あ
る
価
値
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、
を
検
討
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
(
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、

ma-∞V
H
富
山
『
印
冨
]]whE0.Nhs.hahcqphH§ssshhbsh同
FF町
ザ
正
義
的
ミ
、
さ
門
町
、
引
hwG~bHh句
、
さ
R
a
w
也

31〉
E

F
・

し
『

-hmm-
品
言
明
(
同
混
血
)
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
持
つ
価
値
と
特
定
の
手
続
保
障
の
あ
り
方
と
を
分
け
て
考
察
す
べ
き
必

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
点
が
、
本
稿
の
考
察
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
も
特
に
示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
「
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
内
容
は
、

裁
判
所
が
要
求
す
る
特
定
の
手
続
内
容
如
何
と
い
う
点
で
は
可
変
的

(22室
町
)
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
他
方
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
具

現
す
る
価
値
は
よ
り
永
続
的
な
も
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
過
去
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
た
手
続
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
そ

の
手
続
が
現
在
で
も
な
お
必
要
と
さ
れ
る
か
否
か
に
答
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
作
業
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
が
内
包
し

て
い
る
諸
々
の
価
値
と
は
何
か
を
探
求
す
る
う
え
で
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
」
)
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
議
論
を
呼
び
起
こ
し
た
背
景
と

し
て
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
及
び
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
手
続
要
件
の
各
々
に
つ
き
、
形
こ
そ
ち
が
え
、
実

体
法
志
向
性
が
強
い
も
の
が
あ
る
(
ま
ず
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
い
え
ば
、
手
続
保
障
の
有
無
が
実
体
的
権
利
の

存
否
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
と
す
る
と
、
実
定
法
(
多
く
の
場
合
州
法
)
に
よ
り
政
府
か
ら
一
定
の
給
付
を
う
け
る
権
原

(gz己巾
B
S門
)
が
設
定

さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
手
続
保
障
を
受
け
る
憲
法
上
の
権
利
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
中
島
徹
「
適
正

な
手
続
に
よ
り
判
定
を
受
け
る
べ
き
法
的
な
利
益

i
l「
公
正
と
効
率
」
の
た
め
の
ノ

l
ト

(
1
)
|
|」
『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
三
五
巻
二
五
六
頁

(
一
九
八
五
)
)
。
こ
う
な
る
と
、
実
体
的
権
利
を
規
定
す
る
個
別
の
実
定
法
に
よ
り
憲
法
上
の
保
障
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
手
続
要
件
に
つ
い
て
は
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
以
降
、
一
定
の
手
続
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
ど
れ
だ
け
実

体
判
断
の
エ
ラ
ー
を
回
避
し
得
る
か
、
と
い
う
視
点
よ
り
手
続
要
件
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
を
連
邦
最
高
裁
は
採
用
し
て
い
る

(
宮
〉
出
国
〉
戸

U
C何一
3
6
B
E
2
↓Z開
〉

U
E
Z窃
叶
同
〉
司
〈
何
∞
斗
〉
叶
同
W
W
H
O
M
-
ω
(
巴
∞
日
)
・
)
。
)
た
め
、
改
め
て
、
手
続
的
保
護
自
体
に
何
ら
か
の
価
値

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
が
問
わ
れ
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

連
邦
最
高
裁
は
、
こ
れ
ま
で
、
非
刑
事
手
続
領
域
で
の
憲
法
上
の
手
続
的
保
護
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
基
礎
に
あ
る
価

値
を
特
定
化
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
お
り

GR-
∞
右

E
Z
W
R
-
由
同
ロ
ω
・
そ
の
結
果
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
基
準
は
、
調
和
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説論

こ
の
参
加
を
通
じ
て
、
処
分
の
相
手
方
の
個
人
の
尊
厳
が
保
持
さ
れ
得
る
、
と
い
っ
た
主
張
に
代
表
さ
れ
る
考
え
方
が
ひ
と
つ
あ
る
(
右
に
挙
げ

た
諸
説
の
う
ち
、
①
③
⑤
⑥
⑦
が
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
要
す
る
に
、
手
続
保
障
の
価
値
は
、
少
な
く
と
も
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
権
利
が
相

手
方
に
影
響
を
与
え
る
決
定
に
つ
き
有
意
で
か
つ
満
足
で
き
る
参
加
を
付
与
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
と
き
実
体
判
断
の
結
果
は
関
係

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
吋
呂
田
・
ミ
・
忠
告
ω
・
)
。
手
続
保
障
に
は
、
実
体
法
と
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
価
値
が
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
例
え
ば
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
保
障
を
通
じ
て
異
な
る
処
分
結
果
が
獲
ら
れ
る
機
会
を
得
る
権
利
と
は
、
理
論
的
に

別
次
元
の
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
吋
包

E
・
R
-
a
2
5
0
第
二
に
、
手
続
保
障
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
行
政
機
関
の

判
断
の
エ
ラ
ー
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
と
い
う
主
張
に
代
表
さ
れ
る
考
え
方
が
あ
る
。
手
続
保
障
は
実
体
法
に
付
随
す
る
価
値
し
か

持
た
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
右
の
②
参
照
。
そ
の
他
、
④
も
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
)
。
こ
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
手
続
保
障
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
参
加
を
確
保
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
実
体
判
断
の
正
確
さ
を
担
保
す
る
た
め
に
参
加
を
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
あ
る
(
吋
呂
田
・
ミ
・
三

2
3
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
連
邦
最
高
裁
の
判
例
は
様
々
な
価
値
を
挙
げ
て
い
る
が
、
冨

5
2〉
巧
は
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
判
決
以
降
の
判
例
枠
組

み
は
後
者
に
依
拠
し
て
い
る
、
と
分
析
し
て
い
る
(
冨
臣
官
〉
戸
ミ
・
巳
H
O
N
-
e
o

手
続
保
障
の
価
値
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
か
は
、
法
哲
学
等
に
お
け
る
最
近
の
議
論
(
例
え
ば
、
田
中
成
明
「
手
続
的
正
義

に
関
す
る
一
考
察
」
『
法
の
理
論
(
原
秀
里
博
士
追
悼
記
念
)
』
第
六
巻
三
七
頁
(
一
九
八
五
)
。
結
論
的
に
は
、
手
続
保
障
の
意
義
に
は
、
結
果
志

向
的
な
派
生
的
・
従
属
的
な
も
の
と
、
手
続
志
向
的
な
独
自
な
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
前
者
が
第
一
次
的
だ
が
、
後
者
は
そ
れ
に
還
元
さ
れ

ず
、
独
立
に
、
前
者
に
対
し
て
促
進
的
な
い
し
規
制
的
に
作
用
す
る
、
と
い
う
。
)
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
れ
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
た

め
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
な
し
得
な
い
。
し
か
し
、
思
う
に
、
各
々
の
考
え
方
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
長
所
と
欠
点
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ま
ず
、
手
続
そ
の
も
の
に
実
体
法
と
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

議
論
の
長
所
と
し
て
、
豆
島
出
hp
戸
弘
、
・
白
同

E
N
吋
は
、
|
|
「
個
人
の
尊
厳
理
論
」
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
が
|
|
①
直
感
の
レ
ベ
ル
で

の
長
所
(
す
な
わ
ち
、
我
々
は
み
な
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
、
結
果
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
だ
と
感
じ
て
い
る
こ
と
て
②

実
体
法
の
規
定
の
態
様
に
よ
り
憲
法
上
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
方
が
左
右
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
(
手
続
的
デ
ユ

l
・
プ
ロ

セ
ス
の
保
護
法
益
と
の
関
係
)
、
③
非
刑
事
手
続
領
域
で
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
解
釈
適
用
す
る
に
際
し
て
我
々
は
、
行
政
機
関
が
個
人
を

ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
、
に
付
き
関
心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
行
政
機
関
の
決
定
の
正
確
さ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
憲
法
上
の
他
の
諸
価

値
(
精
神
)
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
を
挙
げ
て
い
る
。
他
方
、
手
続
独
自
の
価
値
を
重
視
す
る
考
え
方
に
対

北法40(4・90)924



手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

し
て
向
け
ら
れ
得
る
批
判
と
し
て
吋

E
E・
R-
忠
告
。
は
、
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
聴
聞
手
続
が
憲
法
条
文
に
な
ん
ら
確
固
た
る
基
礎
を
持
た

な
い
ま
ま
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
か
く
し
て
裁
判
官
を
法
律
の
世
界
か
ら
切
り
離
し
て
過
度
に
政
治
的
事
項
に
巻
き
込
む
も
の
で
あ
る

こ
と
、
特
定
の
裁
判
官
の
主
観
的
好
み
に
不
当
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
(
こ
れ
に
対
す
る
吋
呂
田
の
反
論
に
つ
い
て
は
、

足
m
w
R・
丘
町
昌
己
。
ま
た
、
冨

E
Z〉
当
自
身
が
自
己
の
論
理
の
欠
点
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
冨
〉
印
国
〉
4

タ
ミ
・
白
ニ
ミ
・
そ
の
他
の
批
判
と
し

て
は
、
何
回
)
E
J
F
』

C
E
Q
〉
戸
。
。
〈
何
回
Z
〉
zn開
w
N
E
l
叶
∞
(
要
す
る
に
、
た
だ
ひ
と
つ
の
要
素
の
み
に
目
を
向
げ
き
せ
よ
う
と
す
る
と
全
体
が
逆
に
歪

め
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
遺
感
な
が
ら
、
筆
者
自
身
は
こ
の
原
著
に
は
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
吋
呂
田
F
ミ
・
包

昌
吉
・
白
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
)
、
開
白
田
丹
市
吾
『
O
O
W

句史守的芯
S
Q
Q
S
h
同
宮
廷
、
3
R
g
E∞
N
ω
2・円
U
4
・
E
2・
g
L
5
1日
(HSN)
が
あ
る
。
他

方
、
実
体
判
断
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
手
続
の
持
つ
価
値
を
考
え
る
、
と
い
う
態
度
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
法
理
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
(
的
ミ
・
冨
民
国
〉
戸
た
・
え

HON-品
・
)
。
ま
た
、
行
政
手
続
の
重
要
な
任
務
が
実
体
的
な
規
制
計
画
を
不
当
に
遅
延
あ
る
い
は
不
成
就
に

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
組
織
建
て
す
る
こ
と
に
あ
る
(
梅
木
訳
・
向
上
三
三
頁
)
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
手
続
保
障
の
あ
り

方
を
実
体
法
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
①
そ
も
そ
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
規
定
は
、
制
憲
者
が
、
自
由
な
社
会
に
お

い
て
基
本
的
と
考
え
な
が
ら
も
多
数
者
に
よ
る
否
認
の
危
険
に
曝
さ
れ
や
す
い
権
利
と
価
値
を
守
ろ
う
と
決
断
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
(
吋
呂
田

F
R
同
門
戸
色
、
②
実
体
判
断
に
手
続
の
価
値
を
従
属
さ
せ
る
考
え
方
は
、
多
く
の
場
合
、
単
に
行
政
過
程
へ
の
盲

目
の
忠
誠
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
(
冨
円
。

2
5
R
W
L丸
山
ニ

Na・
)
、
③
正
確
な
決
定
を
受
け
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ

セ
ス
と
の
関
係
で
は
、
そ
れ
自
体
独
立
し
た
権
利
(
つ
ま
り
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
問
題
と
さ
れ
る
権
利
は
正
確
な
決
定
を
受
け
る
権
利
で
あ

る
)
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
同
(
同
)
の
同
で
あ
る
(
宮
〉
出
国
〉
戸
ミ
・
巳
呂
町
ご
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
実
体
志
向
的
な
手
続
観
と
手
続
固
有
の
価
値
を
重
視
す
る
考
え
方
と
に
は
、
相
互
補
完
的
な
側
面
も
見
い
だ
し
得
る
。
例
え
ば
宮
〉

印
刷
亡
戸
当
も
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
核
と
な
る
原
理
を
支
え
る
も
の
と
し
て
決
定
の
正
確
さ
を
摘
示
し
て
お
り
(
N
.

、
・
巳
口
い
て
ま
た
功

利
主
義
的
利
益
衡
量
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
(
富
国
岳
担
当
-
b
hぎ
芯
主
s
h
e
n
b号
、
さ
ミ
忽
一
一
司
君
。
言
え
》
『
ぬ
思
ぢ
S
6
0

M

コ
言
。
ミ
・

2
∞C
印叶
O
Z
C
・円・月間〈・∞∞印・

2
0片
岡
(
呂
田
)
・
)
。
も
ち
ろ
ん
、
核
と
な
る
価
値
も
違
え
ば
、
自
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
慎
重
細
心
な
考
慮

要
素
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

ω
2・
富
島
民
〉
戸
ミ
・
巳

=
c
h
r
Q
g
z
q
印・

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
考
え
方
に
は
各
々
長
所
と
欠
点
が
あ
り
、
か
っ
相
互
補
完
的
な
点
も
存
在
す
る
以
上
、
一
概
に
い
ず
れ
か
に
立
脚
す
べ

き
か
を
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
、
い
ず
れ
か
一
方
の
み
に
偏
っ
た
考
え
方
に
は
無
理
が
生
ず
る
、
と
い
う
こ
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説

と
を
意
味
す
る
。
わ
が
国
の
判
例
に
は
、
後
者
の
考
え
方
が
強
く
立
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
理
念
を
い
か
に
具
現
化
す
べ
き
か
、

と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
の
価
値
と
し
て
、
時
に
、
行
政
機
関
の
行
為
に
対
す
る
司
法
審
査
の
際
の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
先
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
価
値
と
し
て
学
説
上
摘
示
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
の
④
で
あ
る
。
特
に
宮
内
(
一

2
・

5
R
F
定
・
巳
H
N
認
は
、
こ
の
立
場
こ
そ
が
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
最
も
説
得
的
に
説
明
し
得
る
、
と
す
る
。
)
。
こ
れ
は
、
合
衆
国
の
訴
訟
構
造

が
「
記
録
に
基
づ
く
審
査
」
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
な
側
面
を
持
つ
主
張
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
叩
)
特
に
一
九
一
七
年
法
以
降
は
、
入
国
拒
否
事
由
は
そ
の
ま
ま
退
去
強
制
事
由
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
四
一
頁
ご
九
八
四
)
参
照
。

論

第
二
章

入
国
拒
否
制
度
に
対
す
る
判
例
の
評
価

一
九
五
二
年
法
前
後
で
の
入
国
拒
否
手
続
の
概
要
は
前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
判
例
は
い
か
な
る

評
価
を
下
し
て
い
た
か
、
及
び
学
説
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
章
の
テ
!
マ
で
あ
る
。

二
以
下
、
ま
ず
、
一
九
五

O
年
以
前
に
お
け
る
入
国
拒
否
制
度
を
め
ぐ
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
視
点
か
ら
の
評
価
を
、

連
邦
最
高
裁
及
び
下
級
裁
判
所
の
判
例
に
分
け
て
叙
述
す
る
。
こ
の
よ
う
に
分
け
る
理
由
は
以
下
の
二
点
に
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
後
に
述
べ

る
退
去
強
制
手
続
を
め
ぐ
る
判
例
を
検
討
す
る
際
に
や
は
り
こ
の
よ
う
に
分
け
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
た
も
の
と
す
る
た
め
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
の
示
し
た
一
般
理
論
の
射
程
が
少
し
で
も
明
ら
か
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に

|
|
あ
る
い
は
第
一
点
を
敷
街
し
た
も
の
と
も
い
え
る
が

l
l
l、
後
に
具
体
的
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
一
九
五

O
年
以
前
に
お
い
て
最
高
裁

北法40(4・92)926



の
提
示
し
た
入
国
拒
否
処
分
を
め
ぐ
る
理
論
が
手
続
的
適
正
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
の
連
邦

最
高
裁
の
理
論
枠
組
み
が
入
国
拒
否
処
分
の
手
続
的
適
正
と
の
関
係
で
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
う
る
も
の
か
を
検
討
す
る
素
材
が
必
要
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、

一
九
五

O
年
前
後
に
出
さ
れ
た
二
つ
の
連
邦
最
高
裁
判
決
|
l
c
a
z己
皆
R
g
R
E
・
問
自
民
間
〈
・
ω
g
z
m
z
g
唱
(ωω
∞

ロ
・
ω
-
g叶

(
5
8
)
)
w
ω
Eロ
m
E
g
a
〈
-
C
E
Z門

Z
E
Z由
良
円
。
戸
冨
白
色

(ω
白
C
・
ω
-
N
8
2
8
ω
)
)
|
|
を
紹
介
し
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。

こ
の
二
つ
の
判
例
に
よ
り
入
国
拒
否
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
例
理
論
が
確
立
し
、
間
口
き
ー
内
向
-
E
O
N
O
H

理
論

と
し
て
学
説
か
ら
多
大
な
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
章
の
後
半
で
は
、
前
記
二
判
例
を
中
心
に
叙
述
を
進
め
、
そ
の
判
例

法
上
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
た
後
、
こ
れ
に
対
す
る
学
説
及
び
下
級
審
の
対
応
を
紹
介
す
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

第
一
節

一
九
五

O
年
以
前
に
お
け
る
入
国
拒
否
処
分
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向

本
節
で
は
ま
ず
一
九
五

O
年
以
前
の
判
例
が
入
国
拒
否
手
続
に
対
し
て
い
か
な
る
一
般
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
か
、
を
検
討
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
後
に
関
口
山
口
町
内

EZEo-
理
論
と
言
わ
れ
る
も
の
ー
ー
そ
の
内
容
は
要
す
る
に
入
国
拒
否
処
分
に
は
憲
法
上
の
手
続
的

デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
障
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
は
主
権
理
論
、
権
利
・
特
権
二
分
論
及

び
憲
法
上
の
効
力
の
属
地
性
が
あ
る
|
|
こ
の
骨
格
が
こ
の
時
期
ど
の
程
度
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
か
が
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次

に
、
こ
の
時
期
の
下
級
審
の
動
向
を
み
て
い
く
。
こ
の
点
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
連
邦
最
高
裁
判
決
の
理
論
が
ど
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
下
級
審
に
理
解
さ
れ
、
ど
の
程
度
そ
れ
が
波
及
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
意
味
を
持
つ
。
こ
の
時
期
の
連
邦
最

高
裁
判
決
が
実
は
は
っ
き
り
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
だ
け
に
、
連
邦
最
高
裁
判
決
の
内
容
を
下
級
審
が
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
、

北法40(4・93)927



説

は
判
例
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

論

(1) 
入
国
拒
否
処
分
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
判
例
の
一
般
理
論

北法40(4・94)928

入
国
拒
否
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
合
衆
国
に
お
い
て
移
民
規
制
権
限

を
有
す
る
主
体
の
問
題
に
あ
ら
か
じ
め
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
現
在
、
移
民
規
制
権
限
は
連
邦
議
会
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

建
国
当
時
に
お
い
て
は
、
外
国
人
の
出
入
国
に
関
す
る
権
限
は
大
港
を
有
す
る
州
に
よ
り
行
使
さ
れ
て
お
り
、
当
初
こ
の
権
限
は
連
邦
最
高

裁
に
よ
り
合
憲
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
七
五
年
の

z
g仏
巾
吋
印
。
ロ
〈
・
富
山
吉
叶
え

z
g司

J

へ2
w
-
n
y可
戸
ロ
ロ
肉
〈
-
m
d
・

2
日
山
口
の

二
判
決
に
よ
り
、
移
民
規
制
権
限
が
連
邦
議
会
に
専
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
立
し
た
と
い
え
る
。

ニ
こ
の
よ
う
に
し
て
確
立
さ
れ
た
移
民
規
制
権
限
を
行
使
し
て
連
邦
議
会
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
如
く
、
一
八
七
五
年
三
月
三
日
の
法

簡
で
、
入
国
拒
否
に
関
す
る
規
定
を
置
き
、
そ
の
後
も
入
国
拒
否
事
由
を
拡
大
化
す
る
な
ど
、
一
般
的
な
入
国
拒
否
制
度
を
確
立
し
て
い
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
特
定
の
人
種
の
外
国
人
の
入
国
拒
否
の
み
を
定
め
る
立
法
も
制
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
一
八
八
二
年
五
月
六

日
の
法
律
に
始
ま
る
、
一
連
の
い
わ
ゆ
る
中
国
人
排
斥
諸
法

(
h
E
日
目
F
R
E印
古
ロ
〉
旦
)
で
あ
る
。
右
一
八
八
二
年
の
中
国
人
排
斥
法
は
、

中
国
人
労
働
者
の
入
国
拒
否
及
び
帰
化
禁
止
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
法
制
定
当
時
合
衆
国
内
に
い
た
中
国
人
に
は
適
用
が

な
く
、
そ
の
よ
う
な
中
国
人
に
つ
い
て
は
、
再
入
国
を
促
進
す
る
た
め
に
再
入
国
許
可
証
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
発
行
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
一
八
八
八
年
一

O
月
一
日
の
法
律
に
よ
り
、
こ
の
再
入
国
許
可
証
を
所
持
す
る
中
国
人
に
対
し
て
も
再
入
国
を
拒
否
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
こ
の
法
律
が
、
当
時
の
清
と
合
衆
国
と
の
聞
の
一
八
八

O
年
一
一
月
一
七
日
の
条
約
に
反
し
て
お
り
無
効
と
い
え
る
か
否
か
、
が
争
わ

れ
て
い
た
も
の
が
い
わ
ゆ
る

Q
M
E
g
o
p向。
E
m
-
s
n
g
o
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
連
邦
議
会
の
入
国
拒
否
権
限
行
使
が
争
わ
れ
た
初
め
て



手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

の
事
件
で
あ
り
、
こ
こ
で
判
決
は
、
入
国
拒
否
権
限
の
性
質
論
を
展
開
し
て
い
る
も
の
の
、
争
点
は
あ
く
ま
で
条
約
と
圏
内
立
法
と
の
抵
触

関
係
及
び
法
律
の
効
力
い
か
ん
で
あ
っ
て
、
右
の
入
国
拒
否
権
限
の
性
質
論
に
し
て
も
、
当
該
権
限
の
正
当
性
の
憲
法
上
の
根
拠
に
言
及
す

る
の
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
権
限
行
使
を
司
法
部
が
憲
法
に
て
ら
し
て
い
か
な
る
判
断
を
下
す
か
、
ま
た
そ
の
際
の
基
準
い
か

ん
に
ま
で
触
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

三
連
邦
議
会
の
入
国
拒
否
権
限
行
使
に
対
し
て
司
法
部
は
い
か
な
る
程
度
の
審
査
を
及
ぽ
す
べ
き
か
、
を
初
め
て
判
断
し
た
連
邦
最
高

裁
判
決
が

Z
2
E
E
C
E
開

E
C
〈

-
C
E
Z巳
ω
Z
Z∞
で
あ
る
。
本
件
は
、
外
国
人
の
入
国
資
格
を
入
国
審
査
官
が
独
立
し
て

(OR-520)

決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
と
す
る
一
八
九
一
年
三
月
三
日
の
法
律
の
第
八
条
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
か
否
か
が
主
と
し
て
争
わ
れ

た
。
判
決
は
ま
ず
外
国
人
の
入
国
を
禁
止
す
る
権
限
を
主
権
に
固
有
な
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
主
権
国
家
が
有
す
る
こ
と
、
及
び
、
こ
の

権
限
は
、
憲
法
上
外
国
と
の
通
商
を
規
制
す
る
権
限
・
帰
化
の
統
一
的
規
則
を
制
定
す
る
権
限
・
戦
争
を
宣
言
す
る
権
限
な
ど
が
付
与
さ
れ

て
い
る
連
邦
議
会
な
ど
連
邦
政
府

(ERE-号
宮
ス

B
g
z。
Z
0
5
5
5
8門
)
に
属
す
杭
「
と
し
、
〔
U
F
E
g
m
開
問

-cgロ
h
m
mト
と
同

様
の
説
示
を
も
っ
て
、
入
国
拒
否
権
限
行
使
の
正
当
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
連
邦
議
会
が
入
国
拒
否
権
限
を
行
使
し
た
結
果
、

裁
判
所
は
こ
れ
を
ど
の
程
度
審
査
す
る
か
、
に
つ
い
て
判
断
し
、
外
国
人
の
入
国
資
格
に
関
す
る
事
実
を
認
定
す
る
最
終
的
権
限
は
連
邦
議

会
に
よ
り
行
政
機
関
に
委
任
さ
れ
て
お
り
、
右
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
は
行
政
機
関
が
唯
一
か
つ
独
立
し
て
判
定
権
限
を
持
つ
者
(
吉
身
。
)

で
あ
る
、
と
し
た
後
、
以
下
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

「
国
籍
を
い
ま
だ
に
取
得
し
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
合
衆
国
内
に
住
居
地
を
有
し
て
い
な
い
外
国
人
、
そ
の
他
法
に
従
っ
て
わ
が
国
へ
の
入
国
を
許

北法40(4・95)929

可
さ
れ
て
い
な
い
外
国
人
が
入
国
を
許
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
連
邦
政
府
の
立
法
部
、
執
行
部
が
合
憲
・
合
法
な
権
限
を
行
使
し
て
こ
れ

を
判
定
し
た
場
合
に
は
、
右
判
定
を
覆
し
て
入
国
を
許
可
す
べ
き
旨
命
ず
る
権
限
を
司
法
部
は
有
し
な
い
。
入
国
を
求
め
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
連

邦
政
府
に
よ
り
明
示
的
に
付
与
さ
れ
た
権
限
内
で
活
動
す
る
行
政
機
関
の
決
定
が
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。
」



説

(
却
}

こ
こ
に
引
用
し
た
判
決
の
最
後
の
一
文
は
、
入
国
拒
否
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
決
定
的
判
決
で
あ
り
、
後
に
紹
介
・
検

討
す
る

ω
z
c
m
z
g印
可
〈
-
C巳
宮
内
同

ω
Z
Z由
民
『
巴
・
冨
白
色
判
決
に
お
け
る
、
入
国
を
求
め
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
「
連
邦
議
会
が
決
定

し
た
手
続
は
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
」
と
の
説
示
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
右
の
ご

と
き
説
示
に
よ
り
、
入
国
拒
否
権
限
行
使
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
体
面
で
あ
れ
、
手
続
面
で
あ
れ
、
裁
判
所
は
干
渉
し
な
い
、
と
い
う
理
論

的
素
地
が
右
の
開

E
Z
判
決
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

論

し
か
し
、
開
E
Z
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
こ
と
は
い
わ
ば
結
論
の
み
で
あ
り
、
な
ぜ
、
連
邦
議
会
に
よ
る
入
国
拒
否
権
限
の
行
使
に

裁
判
所
は
介
入
し
よ
う
と
し
な
い
か
、
の
理
論
的
根
拠
は
右
判
決
で
は
一
一
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
初
め
て
触
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
決

が

T
w
E
富
。
。
ロ

ω
E
m
〈
-
d
E
z
b
ω
E
R凹
で
あ
る
。
本
件
も
中
国
人
排
斥
法
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
上
告
人
は
、
永
住
資
格
を
有
す
る

中
国
人
小
売
商
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
上
告
人
が
約
十
カ
月
間
中
国
に
一
時
的
に
渡
航
し
て
い
る
聞
に
新
た
な
中
国
人
排
斥
法
が
制
定
さ

四
れ
、
そ
の
た
め
合
衆
国
へ
帰
還
し
た
際
上
陸
を
拒
否
さ
れ
た
、
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
上
告
人
は
、
彼
が
不
在
の
聞
に
制
定
さ
れ
た
中
国
人

排
斥
法
に
よ
り
、
裁
判
所
の
審
問
を
経
る
こ
と
な
く
入
国
審
査
官
に
よ
る
入
困
拒
否
処
分
が
最
終
的
(
出
口
包
)
と
さ
れ
た
こ
と
が
デ
ュ

1
・

プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
、
と
主
張
し
た
。

本
判
決
も
、
前
述
の
わ
E
5
8
閉

E
E回
目
。
ロ
(
U
S
F
開

E
Z
〈
・
ロ

E
Z門

日

ω
E
Z回
、
及
び
退
去
強
制
事
例
で
あ
る
司
。
ロ
m
J円
5
H，
E
m
〈-

d
E
H
a
g
E
g
な
ど
の
諸
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
立
法
部
及
び
行
政
機
関
に
よ
る
入
国
拒
否
権
限
の
行
使
を
合
憲
と
判
断
し
て
い
る
が
、

「
連
邦
議
会
が
合
衆
国
へ
の
外
国
人
の
入
国
を
全
く
拒
否
し
た
り
、
入
国
の
際
の
諸
々
の
条
件
を
決
定
す
る
権
限
」
な
ど
に
対
し
て
裁
判
所
の

介
入
を
な
し
得
な
い
理
由
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
外
国
人
が
わ
が
国
に
合
法
に
滞
在
し
て
い
る
場
合
、
彼
は
、
い
か
な
る
人
種
で
あ
れ
、
合
衆
国
の
管
轄
権
内
に
い
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
憲
法

に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
生
命
、
自
由
及
び
財
産
と
い
っ
た
権
利
よ
り
生
ず
る
諸
々
の
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
(
中
略
)
し
か
し
、
彼
が
自

北法40(4・96)930



発
的
に
わ
が
国
を
出
国
し
、
合
衆
国
の
管
轄
権
外
に
あ
る
場
合
、
彼
は
、
立
法
権
限
の
行
使
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
諸
々
の
立
法
に
お
い
て
明
示
さ
れ

た
政
府
の
意
思
に
反
し
て
合
衆
国
に
再
入
国
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

手続的デュー・プロセス理論のー断面(ニ)

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
合
衆
国
の
管
轄
権
内
に
あ
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
|
|
本
判
決
の
説
示
に
お
い
て
は
、
外
国
人
が
「
合
法
に
滞

在
し
て
い
る
」
こ
と
が
そ
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
よ
め
る
も
の
の
|
|
憲
法
上
の
保
護
が
及
ぶ
が
、
ひ
と
た
び
そ
の
管
轄
権
外
に

出
た
場
合
に
は
、
い
か
な
る
利
益
を
合
衆
国
内
で
の
生
活
に
つ
い
て
該
外
国
人
が
有
し
て
い
よ
う
と
も
、
憲
法
に
よ
る
保
護
は
及
ば
ず
、
そ

の
よ
う
な
外
国
人
の
処
遇
は
専
ら
第
一
次
的
に
は
立
法
部
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
、
と
し
た
。
こ
れ
は
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
(
門
司
ユ
ぢ
ユ
mEq)

を
、
連
邦
議
会
に
よ
る
入
国
拒
否
権
限
行
使
に
対
し
て
司
法
部
が
介
入
を
し
な
い
理
論
的
根
拠
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。

五
他
方
、
本
判
決
は
退
去
強
制
手
続
と
の
関
係
で
重
要
な
説
示
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
が
合
衆
国
の
管
轄
権
内
に
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
外
国
人
に
は
第
五
修
正
上
の
生
命
、
自
由
及
び
財
産
と
い
う
利
益
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
説
示
の
重
要
性

は
、
合
衆
国
の
管
轄
権
内
に
あ
る
外
国
人
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
を
受
け
る
べ
き
利
益
を
有
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

は
や
く
も
、
退
去
強
制
手
続
に
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
判
決
に
よ
り
、

働
く
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

-'--
/、

さ
て
、

そ
の
後
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
入
国
拒
否
権
限
に
憲
法
の
適
用
が
及
ば
な
い
こ
と
は
既
に
判
例
上
確
立
し
た
も

の
と
さ
れ
、
先
例
を
引
用
す
る
以
上
に
具
体
的
に
論
理
を
展
開
す
る
と
と
な
く
簡
略
に
こ
の
点
を
判
断
す
る
、
と
い
う
手
法
に
よ
り
、
結
論

を
下
し
て
い
る
。
そ
の
際
右
の
結
論
を
根
拠
づ
け
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
は
、
前
述
し
た
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
が
存
在
す
る
だ
け
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
と
い
う
理
論
的
根
拠
は
非
常
に
簡
潔
明
快
と
い
え
、
そ
の
意
味
で
は
説
得
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
当

時
通
用
し
て
い
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
利
益
衡
量
の
余
地
な
く
、
ま
た
当
該
手
続
が
憲

法
に
て
ら
し
て
公
正
と
い
え
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
自
動
的
に
、
連
邦
議
会
の
決
定
し
た
手
続
に
従
っ
て
行
政
機
関
が
処
分
を

北法40(4・97)931



説

な
せ
ば
、
当
該
処
分
の
合
法
性
・
合
憲
性
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
立
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

後
に
学
説
か
ら
多
く
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
に
基
づ
く
、
入
国
拒
否
手

続
へ
の
第
五
修
正
適
用
可
能
性
の
否
定
は
、
連
邦
最
高
裁
判
例
上
確
立
し
た
判
例
法
理
と
な
っ
た
も
の
と
の
評
価
に
も
そ
れ
な
り
の
根
拠
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

論

(2) 
下
級
審
判
例
の
動
向

当
時
の
下
級
審
判
決
の
多
く
も
、
右
に
述
べ
た
連
邦
最
高
裁
の
理
論
枠
組
み
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
お
り
、
入
国
拒
否
処
分
を
不
公

正
と
す
る
場
合
も
、
そ
の
不
公
正
さ
は
法
律
に
て
ら
し
て
判
断
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
入
国
拒
否
手
続
に
お
い
て
外
国
人
に
は
弁
護
人
依

頼
権
な
し
と
す
る
∞

5
4
5
E者
〈
・
昌
一

0
3
は
、
合
衆
国
へ
の
外
国
人
の
入
国
に
つ
い
て
は
連
邦
議
会
が
完
全
か
つ
絶
対
的
な
権
限

(
p
z
g仏

uzg弓
宮
司
常
)
を
有
す
る
と
し
、
入
国
拒
否
手
続
と
退
去
強
制
手
続
に
法
律
上
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、
入
国
拒

否
手
続
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
簡
略
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
目
的
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
入
国
を
求
め
る
者
に
つ
い
て
は

一
九
一
七
年
法
は
、
迅
速
さ
を
保
つ
た
め
に
、
略
式
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
定
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
行
政
機
関

の
面
前
に
毎
年
来
る
数
千
と
い
う
移
民
は
迅
速
な
処
理
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
行
政
機
関
の
効
率
だ
け
で
は
な
く
、
事
案
の
決
着
が
つ

く
ま
で
身
柄
拘
束
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
処
分
の
相
手
方
の
利
益
、
及
び
外
国
人
を
出
国
港
に
送
還
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
船
舶
の
管
理
者
の
利
益

と
い
っ
た
こ
と
も
考
慮
に
入
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

本
件
で
は
、
弁
護
人
依
頼
権
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
そ
の
保
障
規
定
が
な
い
ば
か
り
か
、
一
九
一
七
年
法
の
第
一
六
特
に
て
ら
せ
ば
、
弁

護
人
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
を
弁
護
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
排
斥
す
る
こ
と
が

北法40(4・98)932



合
理
的
、

と
し
一
明
専
ら
法
律
の
解
釈
の
み
に
専
念
し
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
な
ど
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
全
く
検
討
し
て
い
な

しミ。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

も
っ
と
も
、
法
律
あ
る
い
は
規
則
の
解
釈
を
通
じ
て
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
判
例
も
存
在
す

る
。
例
え
ば
冨
与

ω
F
2
〈・当
E
Z
は
、
合
衆
国
市
民
の
妻
で
あ
る
と
主
張
し
て
入
国
し
よ
う
と
し
た
中
国
人
の
入
国
拒
否
処
分
が
争
わ
れ

た
事
例
で
あ
る
が
、
控
訴
人
た
る
外
国
人
は
、
処
分
の
違
法
事
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
入
国
拒
否
処
分
に
つ
き
労
働
長
官
へ
の
不
服
申
立
に

際
し
て
、
外
国
人
が
自
己
の
弁
護
人
と
相
談
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
外
国
人
の
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
権
利
を
侵
害

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
当
時
の
規
則
は
①
不
服
申
立
の
告
知
が
な
さ
れ
た
後
、
入
国
許
可
申
請
者
の
弁
護

人
は
入
国
拒
否
処
分
の
記
録
を
検
討
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
及
び
②
不
服
申
立
に
際
し
て
特
別
審
査
局
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い

て
提
示
さ
れ
た
証
拠
以
外
の
証
拠
が
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
権
限
あ
る
行
政
機
関
に
よ
る
適
切
な
調
査
に
服
す
る
も
の
と
さ
れ
、

当
該
行
政
機
関
の
報
告
書
を
付
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
な
ど
と
す
勾
の
み
で
あ
り
、
必
ず
し
も
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
本
判
決
は
、
規
則
の
②
の
規
定
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
示
さ
れ
た
以
外
の
証
拠
の
提
示
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
、
規

則
の
解
釈
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
手
続
の
過
程
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
入
国
許
可
申
請
者
に
と
っ
て
有
利
な
新
証
拠
が
発
見
さ
れ
た
場
合
も
し
く
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
以
外
の
証
拠
を
申
請
者
な
い
し
そ
の
弁

護
人
が
所
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
申
請
者
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
判
断
を
求
め
て
労
働
長
官
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
種

の
新
証
拠
を
さ
ら
に
提
示
す
る
こ
と
は
申
請
者
の
権
利
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
申
請
者
が
、
入
国
拒
否
の
証
拠
に
含
ま
れ
て
い
る
証
言
を
読

ん
だ
弁
護
人
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
右
の
規
則
上
の
便
益

(σg広
三
を
申
請
者
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
(
中

北法40(4・99)933

略
)
公
正
な
手
続
に
関
す
る
す
べ
て
の
ル

l
ル
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
不
服
申
立
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
新
た
な
証
拠
が
弁
護
人
に
よ

り
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
J



説

こ
の
よ
う
に
し
て
本
判
決
は
、
本
件
に
お
け
る
弁
護
人
と
申
請
者
と
の
面
会
拒
否
処
分
を
「
法

(
E
5
及
び
規
則
に
沿
っ
た
、
略
式
で
は

あ
っ
て
も
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
違
法
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
機
関
の
制
定
す
る
規
則
を
い
わ
ば
構
造
的

に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
寸
法
及
び
規
則
に
沿
っ
た
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
と
い
う
要
件
を
満
た
そ
う
と
す
る
手
法
を
用
い
た
判
例
が
当
時

北法40(4・100)934

論

よ
り
存
在
す
る
こ
と
自
体
注
目
に
値
す
る
。

な
お
、
例
外
的
に
で
は
あ
る
が
、
下
級
審
判
決
に
お
い
て
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
以
上
の
手
続
が
入
国
拒
否
手
続
上
要
求
さ
れ
る
、

と
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
知
り
得
た
こ
の
種
の
判
決
は
一
件
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
永
住
外
国
人
た
る
中
国
人
の
妻
と
し

て
な
さ
れ
た
入
国
申
請
を
、
い
わ
ゆ
る
機
密
情
報
に
依
拠
し
て
拒
否
し
た
こ
と
が
違
法
で
あ
り
、
不
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
あ
た
る
、
と
さ

れ
た
わ
宮
話
回

a
c
g話
〈
・
耳
目
回
目
Z
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
機
密
情
報
が
示
し
て
い
た
内
容
と
は
、
本
件
外
国
人
が
不
道
徳
な
目
的

(
一

5
5
。E
J日
u
g
o
)
の
た
め
合
衆
国
に
入
国
せ
ん
と
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
判
決
は
、
い
か
に
入
国
拒
否
手
続
に
お

け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
、
司
法
手
続
に
対
し
て
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
も
の
と
異
な
る
と
は
い
え
、
機
密
情
報
に
よ
り
処
分
を
基

礎
づ
け
る
こ
と
を
許
す
理
由
は
伺
も
な
い
、
と
し
て
い
る
。
法
律
上
、
機
密
情
報
の
使
用
を
禁
止
す
る
明
文
の
規
定
は
な
く
、
法
律
に
よ
り

委
任
さ
れ
た
権
限
内
に
お
い
て
は
行
政
機
関
は
い
わ
ば
自
由
裁
量
に
よ
り
入
国
(
拒
否
)
手
続
を
運
用
で
き
る
、
と
す
る
判
例
理
論
か
ら
は

右
の
判
例
は
大
き
く
離
れ
る
も
の
と
も
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
判
決
は
な
ぜ
右
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
相

手
方
の
利
益
状
況
(
す
な
わ
ち
、
本
件
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
の
夫
は
既
に
合
衆
国
に
二

O
年
以
上
合
法
に
在
留
し
て
い
た
)

及
び
機
密
情
報
の
性
格
・
内
容
(
国
家
の
安
全
を
め
ぐ
る
情
報
で
は
な
か
っ
た
)
と
い
っ
た
こ
と
に
考
慮
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
得
る
が
、

判
旨
は
一
般
的
に
機
密
情
報
の
使
用
を
禁
ず
る
か
の
ご
と
き
説
示
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
個
別
の
特
殊
事
情
に

そ
の
判
断
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
か
も
知
れ
な
い
。



(3) 

括

本
節
に
お
い
て
は
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
入
国
拒
否
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
問
題
と
関
連
す
る
一
般
理

論
及
び
下
級
審
判
例
を
紹
介
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
市
民
権
主
張
事
件
を
除
け
ば
事
件
数
は
全
体
的
に
必
ず
し
も
多
く
な
い
こ
と
に
気

づ
く
。
そ
し
て
、

(
1
)
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
に
現
れ
た
事
例
で
は
、
入
国
拒
否
処
分
の
際
の
入
国
審

手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

査
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
が
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
正
面
か
ら
憲
法

判
断
が
下
さ
れ
た
事
例
は
実
は
存
在
し
な
い
。
一
九
五

0
年
代
以
前
に
は
、
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
的
保
護
が
入
国
拒
否

処
分
手
続
に
及
ぶ
か
の
問
題
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
十
分
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
評
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

二
し
か
し
、
後
に
一
九
五

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
、
入
国
拒
否
処
分
手
続
に
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ

ロ
セ
ス
の
保
護
が
及
ぽ
さ
れ
な
い
、
と
す
る
際
の
三
つ
の
理
論
的
根
拠
(
①
主
権
、
②
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
、
③
権
利
・
特
権
二
分
論
)

の
二
つ
(
右
①
、
②
)
ま
で
は
既
に
判
例
上
提
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
そ
の
理
論
枠
組
み
の
骨
格
が
右
の
限
度
で
形
成
さ
れ

て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
右
①
、
②
に
よ
り
手
続
的
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
が
入
国
拒
否
処
分
に
は
及
ぽ
さ
れ
な
い

こ
と
と
な
れ
ば
、
相
手
方
の
利
益
状
況
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
、
違
憲
の
主
張
は
自
動
的
に
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、

処
分
の
相
手
方
が
市
民
権
の
保
持
を
主
張
す
る
事
案
に
お
い
て
は
別
異
の
処
理
が
な
さ
れ
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
を
認
め
て

い
る
こ
と
は
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
捉
え
て
、
入
国
拒
否
処
分
に
お
い
て
も
個
人
(
外
国
人
)
の
利
益
の
重
要
性
と
司
法

に
よ
る
保
護
の
程
度
と
の
聞
の
関
連
性
を
示
す
も
の
と
す
る
論
者
も
存
在
す
る
が
、
相
手
方
が
市
民
権
保
有
を
主
張
し
て
い
る
場
合
に
は
「
外

国
人
」
た
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
利
益
衡
量
を
行
っ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
特
殊
な
状
況
で
あ
り
、
外
国
人
の
入
国
拒
否
と
同
列
に
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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説

他
方
、
下
級
審
の
動
向
は
、
(
イ
)
憲
法
の
効
力
が
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
こ
と
を
貫
徹
し
て
説
示
を
展
開
す
る
も
の
、
(
ロ
)
法
律
・

規
則
の
解
釈
を
通
じ
て
処
分
の
相
手
方
の
利
益
保
護
を
図
る
も
の
、
(
ハ
)
あ
る
程
度
処
分
の
相
手
方
の
利
益
を
考
慮
し
て
か
、
法
律
上
規
定

さ
れ
て
い
な
い
手
続
要
件
を
処
分
庁
に
要
求
す
る
も
の
、
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
ハ
)
の
タ
イ
プ
の
判
例
は
特
殊
な
も
の
と
は
い
え
、

こ
の
よ
う
に
下
級
審
判
例
に
諸
々
の
タ
イ
プ
の
も
の
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
必
ず
し
も
入
国
拒
否
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ

ス
を
め
ぐ
る
理
論
枠
組
み
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
証
左
と
い
え
る
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
理
論
の
明
確
化
は
一
九
五

O
年
以
降
に
な
さ
れ
る

論

こ
と
と
な
る
。

四

な
お
、
本
節
の
叙
述
と
は
直
接
の
関
連
性
が
薄
い
問
題
と
し
て
言
及
し
な
か
っ
た
重
要
な
点
が
若
干
あ
る
。
そ
れ
は
、
入
国
拒
否
処

分
を
執
行
す
る
た
め
の
手
段
た
る
身
柄
拘
束
の
合
憲
性
、
及
び
右
の
身
柄
拘
束
に
よ
り
処
分
の
相
手
方
は
合
衆
国
に
「
入
国
」
し
た
も
の
と

さ
れ
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
君
。
持
者
古
関
〈
-
C
E
Z仏
印

Z
古
田
に
お
い
て
、
「
入
国
拒
否
処
分
を
執
行
す
る
に
必
要
な

手
段
の
一
部
」
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
正
当
と
認
め
、
後
者
に
つ
い
て
は
巴
巳
古
色

ω
E
Z印
〈
・
』
口
、
吋
O
M
刊
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
身
柄
拘
束

中
に
は
い
ま
だ
に
国
境
で
足
止
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
「
入
国
」
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
次
節
に

お
い
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
章
第
一
節
注

(
l
)

一
九
五

O
年
を
入
国
拒
否
制
度
に
関
す
る
判
例
評
価
の
節
目
と
す
る
理
由
は
、
現
在
の
判
例
法
理
を
確
立
し
た
と
評
さ
れ
る
判
例
の
う
ち
の
ひ

と
つ
、
す
な
わ
ち
巴
ロ
即
席
円
四
段
丘
g
g内
円
巴
・
関
口
山
口
氏
〈
・

ω}gzm『

5
2田山〉一
wad-ω
・
お
叶
(
冨
印
。
)
が
こ
の
年
に
下
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

通
常
、
右
の
判
例
及
び

ω
Eロ
m
V
5
8可〈
-
C
E
同町内山宮巳

2
2
円
巴
・
宮
町
N
m
r
ω
B
C
-
∞-
N
c
m
(
呂町
ω)
が
、
入
国
拒
否
手
続
に
手
続
的
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
を
含
む
憲
法
上
の
保
護
が
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
と
す
る
リ
!
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
l
ス
と
さ
れ
て
い
る
。
品
山
町
内
、

m-h
・
0
〉〈円少
N

〉

U
E
z
a白

斗同〉
vd〈
開
戸
〉
君
、
『
同
開
〉
叶
訪
問
・

ω勾
1
8
(包
包
・

H
S
S
-
b
g
n
~も
さ
き
ご
.
s
s
m
h
a
s
-
N
S
S合
『
ミ
8
3
、
。
p.qbsh同
同
官
同
N
W
P
R
同
ミ
k
曲
目
除
法
-
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

由
市
町
田
〉
悶
〈
-
F・
列
目
、
・
巴
∞
A
Y
E
N
N
ω
(
冨∞
ω)
喝の
C問。
o
z
h
r
閉
山

O出向
Z
E自
b
-
H〉
HF由冨呂田〉同，
-
o
z
F〉
者
〉
Z
U
旬開。打開
U
C回目
N・
Z
・
y
ω
|
叶ロ・

(ω)

(
H

由∞品).

(2)
こ
れ
は
前
掲
注

(
1
)
の
二
判
例
に
由
来
す
る
名
称
で
あ
る
。

(3)
権
利
・
特
権
二
分
論
に
つ
い
て
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
文
献
が
あ
る
が
、
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
は
河
口
E
P
U雲
、
さ
Q
a
hさ
え

sn

hhH噌
SSN.た
さ
な
ぜ
同
匂
ね
た
λ
N
h〉
F
-
F
-
m何〈・

5
£・

5
ミ
1
2
(冨
∞
品
)
が
詳
細
に
こ
の
理
論
の
生
成
と
展
開
、
崩
壊
の
過
程
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
。
ま
た
、

z
o
z
p
b
s
s町、むな.円

p
h町
、
さ
町
内
h
F
H
U
3
0
C民間円・』・

haw
品
窓
口

(HU3)
も
権
利
・
特
権
二
分
論
の
歴
史
を
簡
明
に
概
略
し

て
い
る
。
わ
が
国
の
も
の
と
し
て
は
松
井
茂
記
「
非
刑
事
手
続
領
域
に
珍
け
る
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
展
開
(
二
)
」
『
法
学
論
叢
』

一
O
六
巻
六
号
六
四
頁
以
下
(
一
九
八

O
)
が
も
っ
と
も
詳
細
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
本
多
滝
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
政
手
続
法
理
の
生
成

|
|
伝
統
的
行
政
法
理
論
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス

l
l
(
一
)
」
『
法
政
論
集
』
二
八
号
二
ハ
五
一
八

O
頁
(
一
九
八
八
)
、
米
沢
光
一
「
福

祉
受
給
権
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
こ
)
」
『
民
商
法
雑
誌
』
七
八
巻
六
号
八

O
六
頁
以
下
こ
九
七
八
)
、
荏
原
明
則
「
行
政
機
関
に
よ
る
規
則
制
定

の
諸
問
題
(
一
一
)
」
『
神
戸
学
院
法
学
』
一
二
巻
三
号
一
一
一
頁
及
び
そ
の
注
(
一
九
八
二
等
参
照
。
こ
の
理
論
が
最
初
に
合
衆
国
の
判
例
上
出

現
し
た
の
は
、
政
治
活
動
を
制
限
す
る
法
律
に
反
し
た
と
し
て
解
雇
さ
れ
た
警
察
官
が
、
当
該
解
雇
の
違
法
を
争
っ
て
出
訴
し
た
宮
門
〉

E
正
常
〈

冨
ミ
ミ
え

Z
9司
∞
a
r
a
w
-印
日

P
E
E
-
N
5・
MN0・
邑
Z-
何
日
戸
巴
叶
1∞
(HSN)
に
お
い
て
ホ
ー
ム
ズ
が
述
べ
た
見
解
(
そ
の
内
容
に
つ
い
て

は
本
多
・
向
上
一
七
二
三
頁
参
照
。
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

(
'
v
m
m
-
F
〈

E
E
m
q
5
w
吋
常
同
)
向
き
か
悶
ミ

F
F
m
E町
』
午
、
3.thphh

恩師なお門町凡
S
S
(リ
む
き
な
雷
同
凡
S
ミ

hbs-
∞
阿
国
〉
同
〈
-
F
-
m
雪
-
E
S
-
広
S
1
8
2
g
e
-
-
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
伝
統
的
に
は
政
府
の
侵
害
に

対
す
る
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
利
益
と
は
、
私
人
の
侵
害
に
対
す
る
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
保
護
対
象
と
さ
れ
る
利
益
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
利
益
に
つ
い
て
は
寸
特
権
」
と
さ
れ

3
5
4司
白
汗
吋
常
勾
A
芯
3
5号
ミ
ミ
.
h
s
s
t
s
s
h
sミ
お
か
マ
ミ
守
町

hhN戸
窓
口
〉
同
〈
・
円
、
.
月
間
〈
・
広
告
-

H吋
円
吋
∞
(
阿
君
∞
)
・
)
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
保
護
法
益
と
は
な
り
得
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

S
R
町
-
m
L
Z
σ
F
ミ
・
巳

E
E
l
N唱
本
多
・

向
上
一
六
五
頁
以
下
)
。
こ
の
理
論
に
基
づ
き
、
様
々
な
行
政
機
関
の
行
為
(
そ
の
例
に
つ
い
て
は
定
問
祖
国
R
E
S
-
M
Z
h
H
m
N〈
s

u

e
喜
一
一
吋
君

、
さ
町
内
吾
、
ミ

b
言
、
さ
円
h
a
s
h叫
。
同
一
念
お
ミ
豆
町
、

HF町
匂
Nhw崎町、

n
s昇

g
z・J

ヘ-
C
・
F
-
m何
〈
・
お
N-
怠
2
・
(
呂
)
(
呂
∞
品
)
)
が
「
特
権
」
付

与
行
為
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
「
違
憲
の
条
件
」
理
論
の
展
開
な
ど
を
経
由
し
て
(
「
違
憲
の
条
件
」
理
論
と
は
、
州
は
、
自
ら
が
行
う
こ
と
を

直
接
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
間
接
的
に
も
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
同
町
向
・

問。、
H

，c
z
u
b
f
Z
0
4宅〉甲
PJ1cczcwN
吋
同
盟
F

叶【印開

O
Z
円UOZ印叶
-
4
c
d
c
z〉
こ
し
〉
宅
-
N
S
l品
(
冨
∞
由
)
)
、
こ
の
理
論
自
体
は
一
九
七

0
年
代
に
入
っ
て
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説論

崩
壊
し
た
(
め
町
m
-
河
口
σ戸
札
口
氏
・
同
庁
E
H
I
N
-
松
井
・
向
上
六
九
頁
。
連
邦
最
高
裁
が
こ
の
理
論
を
「
完
全
に
」
(
甘
口
自
己
町
一
円
高

}σ
、
)
放
棄
す
る
こ

と
を
明
言
し
た
判
決
は
一
九
七
二
年
の
∞
S
丘
え
p
w
m
g
g
〈
・
問
。
吾
判
決
で
あ
る
。
)
。
連
邦
最
高
裁
が
権
利
・
特
権
二
分
論
か
ら
撤
退
し
た

理
由
と
し
て
は
、
福
祉
国
家
化
に
よ
り
個
人
と
国
家
と
の
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
包
町
内
・
出
R
B
E
・

R-
巳
怠
∞
P
)
。
し

か
し
、
権
利
・
特
権
二
分
論
自
体
は
克
服
さ
れ
た
と
し
て
も
、
デ
ユ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
を

区
分
す
る
必
要
性
は
存
続
し
て
お
り
(
切
符
・
ロ
〉
〈

a-
話
、
S
ロ
・
(
己
主
泣
い
)
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の
有
無
を
判
定
す
る
に
あ
た

り
現
在
の
連
邦
最
高
裁
が
用
い
て
い
る
基
準
|
|
「
権
原
」
(
g
z
号
B
S
C
理
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
後
述

す
る
|
|
は
権
利
・
特
権
二
分
論
の
変
形
で
あ
る
と
す
る
論
者
も
多
い

(
M

貯
戸
町

F
冨
0
5
m
g
p
q
‘
ピ
た
る
こ
S
札
喝
さ
官
ミ
j
s

n
o
同
Z
開
F
F
F
-
m
何
〈
・
邑
印
(
H
2
?
と
は
い
え
、
現
在
の
連
邦
最
高
裁
の
理
論
は
柔
軟
性
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
(
た
だ
し
、
分
析
の
対
象
は
担
任
o
u

〈
・
巧
o
a
ま
で
の
判
決
。
)
)
、
ω
ヨ
。
-
z
-
h
叫
尽
き
ミ
崎
室
内
町
ミ
，
H
E
m
p
w
p
H
』
口
ゴ
.
s
.
H
町
一
-
h
h
N
M
M
H
N
.
芯
町
民
s
s
n
g
M
H
E
N
-
g
h
N
~
h
b
s
一
一
吋
君
、
ミ
ミ
ミ

字
毎
町
史
認
目
。
h
E
h
p
ω
印
管
室
-
F
・
月
開
〈
-
S
2
1
H
(
呂
∞
ω
)
2
5
8
・
h
を
司
令
お
お
丸
、
可
。
、
町
品
、
S
H
p
h
h
川
是
認
さ
h
P
R
ミ
一
h
b
A
P
ミ

ミ
同
。
h
b
h
S
丸
、
ミ
タ
ロ
円
U
R
-
F
宮
山
〈
-
H
品
目
(
冨
∞
ω
一
実
体
的
権
利
の
創
設
を
州
法
に
委
ね
る
と
い
う
現
在
の
連
邦
最
高
裁
の
手
法
を
擁
護
す

る
も
の
。
そ
の
理
由
は
、
憲
法
は
裁
判
所
に
財
産
権
を
保
護
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
財
産
権
を
創
設
す
る
役
割
ま
で
は
付
与
し
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
)
・
問
。
叶
C
Z
ロ
p
z
c
当
〉
F
J円。C20・

R
巳
N
8
1
5
0
他
面
で
は
権
利
・
特
権
二
分
論
の
崩
壊
が
行
政
機
構
の

硬
直
化
を
招
い
て
い
る
、
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
指
摘
す
る
論
者
さ
え
現
れ
て
い
る
S
E
X
Y
-
H
足
、
片
&
~
た
お
志
向
一
「
き
.
P
W
芝
ミ
ヘ
曲
、
さ
N
X
t
w
H
S
'

H
民
ミ
ト
白
戸
呂
田
U
C
E
一
「
』
-
b
戸
念
。
(
H
S
日
)
)
。
要
す
る
に
、
権
利
・
特
一
権
二
分
論
自
体
は
崩
壊
し
た
が
、
問
題
そ
の
も
の
は
残
り
、
混
乱
が

続
い
て
い
る
こ
定
の
「
授
益
行
為
」
(
E
『
唱
団
的
)
が
財
産
利
益
を
与
え
た
と
い
え
る
か
否
か
、
と
い
っ
た
具
体
的
局
面
に
つ
き
特
に
混
乱
し
て
お

り
(
例
え
ば
公
務
員
の
解
雇
等
に
つ
い
て
は
河
与
一
P
》
F
e
S
3
.守

S
札
忌
足
、
さ
円
S
P
E
C
-
n
E
・
「
田
辺
・
8
・
8
l
∞
(
冨
吋
由
)
1
b
gミ
也
-

s
s
s
s
s
m
E
R
-
-
-
3
S
R
円
同
町
選
、
~
ミ
一
s
h
s
h
・
2
国
〉
問
〈
-
F
-
m
E
・
5
H
Y
口
∞
?
由
。
(
冨
∞
品
)
・
)
、
自
由
利
益
の
把
握
に
つ
い
て
も
判
例
の

混
乱
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
z
q
B
白
p
ミ
・
回
二
宰
l
巴
∞
に
お
い
て
い
わ
ば
…
州
法
至
上
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
へ
の
判
例
の
傾
斜
が
詳
細
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
第
三
章
で
後
述
す
る
。
)
の
が
現
状
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
さ
し
あ
た
り
b
g
え
も
さ
Sな

S
S
町
h
b
N
F
S
も
ミ
ロ
・
(
同
)
白
円
Z
E
N
N
参
照
。

(
5
)
萩
野
芳
夫
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
』
一
九
了
二
頁
(
一
九
八
二
)

(6)
匂
rw閃・出〉宏、
k
F

河
口
問
znJへ
の
「
。
司
自
)
同
〉
C
司
〉
冨
何
回
出
わ
〉
Z
開

4
z
z
n
の
同
c
c
g
w
A
H
∞
∞
(
冨
∞
C
)

・
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手続的デュー・プロセス理論の一断面(二)

(7)

口
々
え
Z
巾さ

J

円
。
岳
〈
・
冨
ロ
ロ
・

8
c・
ω・(同回目
ν
2・)
H
O
N
(

冨
ω
叶
)
・
本
件
で
は
、
移
民
を
乗
船
さ
せ
て
い
る
船
長
に
報
告
義
務
を
課
し
、
そ
の

違
反
に
対
し
て
罰
金
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
当
該
州
法
を
警
察
権
限
(
宮
ロ
円
2
5
4司巾叶)

の
行
使
と
把
握
し
、
結
果
的
に
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
。

(8)
由
N
C・
ω
-
N印由
(
H

∞吋印)・

(
9
)
由N
C・
ω
-
N吋
印
(
冨
吋
印
)
・

(
日
)
前
掲
注

(
8
)
(
9
)
及
び
以
上
の
叙
述
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」
『
北
大

法
学
論
集
』
一
二
四
巻
五
号
八
三
七
頁
(
一
九
八
四
)
参
照
。

(日
)

H

∞ω
S門

-
A
H

コ・

(
ロ
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
(
叩
)
八
三
八
頁
参
照
。

(日
)
N
M
g
巳
E
-

(
H
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注
(
叩
)
八
五
一
頁
注
(
必
)
参
照
。

(
日
)
第
二
条
、

MME巳
・
印

E-

(凶

)
N
N
g
ぇ
・
∞
呂
・
そ
の
第
一
条
で
は
合
衆
国
政
府
の
意
見
で
合
衆
国
へ
の
中
国
人
労
働
者
の
渡
来
な
い
し
居
住
が
合
衆
国
の
利
益
に
反
す
る
と
認

め
ら
れ
た
場
合
、
完
全
に
中
国
人
労
働
者
の
渡
来
・
居
住
を
禁
止
し
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
規
制
・
制
限
・
一
時
停
止
で
き
、
そ
の
た
め
の
国
内

立
法
を
制
定
で
き
る
、
と
し
て
お
り
、
ま
た
第
二
条
で
は
「
現
在
合
衆
国
に
在
留
す
る
中
国
人
労
働
者
は
自
己
の
自
由
な
意
思
に
よ
り
任
意
に
行

き
来
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
ま
た
最
恵
国
待
遇
国
の
市
民
及
び
臣
民
に
与
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
権
利
・
特
権
・
免
責
・
免
除
を
与
え
ら
れ
る
も
の

と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

(口
)
(
V
F

白
巾
わ
『
白
ロ
古
口
問
〈
-
C口洋巾門同

ω
g円巾
m
y
E
C
C・
ω・印∞同(同∞∞由)・

(
凶
)
迂
-
尽
き
ωl
串
・
「
合
衆
国
政
府
が
、
立
法
部
を
通
じ
て
、
自
国
の
領
土
か
ら
外
国
人
を
入
国
拒
否
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
議
論
の
余
地
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
自
国
の
管
轄
権
は
、
す
べ
て
の
独
立
国
家
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
独
立
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

も
し
あ
る
国
家
が
外
国
人
の
入
国
を
拒
否
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
国
家
は
、
右
の
限
度
に
お
い
て
、
外
国
の
権
限
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
と
な
る
J

(
凹
)
結
論
を
要
約
す
れ
ば
、
本
判
決
は
、
当
該
立
法
が
条
約
に
抵
触
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
連
邦
政
府
が
他
国
と
の
条
約
を
無
視
す
る
こ
と
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説論

が
正
当
か
否
か
は
裁
判
所
の
決
す
べ
き
問
題
で
は
な
い

た

(
却
)
第
一
条
第
八
節
、
特
に
戦
争
・
条
約
・
対
外
通
商
及
び
帰
化
権
限
を
あ
げ
る
。
ミ
・

2
8品・

(幻
)
E
N
C
-
ω
・
8
H
・
(
居
申
N)
・

(n)
民
ω
g同

H
O
∞A

R

・

(
幻
)
例
え
ば
グ
レ
イ
判
事
の
事
案
の
要
約
に
よ
っ
て
も
、
原
告
・
上
告
人
の
主
張
一
は
、
も
し
一
八
九
一
年
法
が
上
告
人
の
入
国
す
る
権
利
を
決
定
す

る
排
他
的
権
限
を
入
国
審
査
官
等
に
与
え
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
な
く
し
て
上
告
人
の
自
由
利
益

を
奪
う
も
の
と
し
て
違
憲
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
(
足
・
巳
呂
町
)
、
本
判
決
を
読
む
限
り
で
は
、
こ
こ
で
争
わ
れ
て
い
る
「
デ
ュ

l
・
プ

ロ
セ
ス
」
違
反
が
実
体
的
な
も
の
か
手
続
的
な
も
の
か
、
は
判
然
と
し
な
い
。

(
剖
)
事
案
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

Z
2
E
B
R却
は
一
八
九
一
年
日
本
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
へ
渡
来
し
、
自
分
は
二
年
前
に

結
婚
し
、
夫
は
そ
の
後
一
年
間
合
衆
国
で
暮
ら
し
て
い
る
が
、
夫
の
住
所
が
わ
か
ら
ず
、
ホ
テ
ル
へ
夫
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
来
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
二
一
一
ド
ル
所
持
し
て
い
る
旨
の
陳
述
を
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
移
民
局
長
の
面
前
で
行
っ
た
が
、
移
民
局
長
は
彼
女
に
上
陸

許
可
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
女
が
生
活
基
盤
な
き
者
で
あ
り
、
親
族
な
い
し
友
人
が
合
衆
国
に
お
ら
ず
(
夫
が
合
衆
国
に
い
る
こ

と
は
虚
偽
の
陳
述
と
認
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
)
、
独
力
で
は
生
活
で
き
ず
公
の
負
担
守
口
E
R
岳
民
官
)
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
一
八
九
一
年

法
第
一
条
に
該
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
入
国
審
査
官
に
よ
る
審
査
・
検
討
の
結
果
も
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
巡
回

控
訴
裁
判
所
も
右
の
判
断
を
肯
定
し
た
た
め
、

z
m
E
Bロ
E
が
右
判
断
を
違
憲
と
主
張
し
て
出
訴
し
た
も
の
が
本
件
で
あ
る
。

(お
)
Z
N
C
ω
・
民
自
由
・

(
お
)
わ
町
田
巾
わ
}
回
同
ロ
虫
ロ
ぬ
〈
-
C巳
同
包

ω
S
R
∞-HMod-ω
・印∞同(同∞∞由)・

(幻
)
E
N
C
-
ω
・
巳

2
0・

(
羽
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
叩
)
八
六
九
貰
以
下
参
照
。

(却
)
ω
8
C
・
ω
・
8
∞
(
呂
印
ω)
・

(却
)
H
A
・由同

NHN
・

(
幻
)
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
前
掲
注
(
幻
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
体
的
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
、
手
続
的
デ
ュ
!
・

(
h
n
叫・白件品。。
l
r
n
Eロ
阿
国
内
白
色
伊
向
。
ロ
巾
刷
、
。
向
的

2
・
H
H
N
C・
ω
・印
M
W
0

・印甲山
W

(

同∞∞
A

H

)

)
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
か
、
に
連
邦
最
高
裁
は
さ
し
て
意
を
払
わ
な
か
っ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

(
詑
)
む
き
ミ
も
さ
さ
と
芯
志
向
h
h
g
-
S
Y
Q
ロ
・
(
己
主
Z
E
I
N
N
は
、
入
国
拒
否
手
続
に
憲
法
の
保
障
が
及
ば
な
い
理
由
と
し
て
連
邦
最
高
裁
判
決

が
用
い
て
き
た
理
論
的
根
拠
を
、
入
国
拒
否
権
限
の
行
使
が
主
権
の
属
性
で
あ
る
こ
と
、
権
利
・
特
権
二
分
論
、
及
び
憲
法
の
効
力
の
属
地
性

(
同

2
1
Zユ
色
洋
三
と
い
う
三
点
に
分
類
し
、
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
点
の
う
ち
、
第
一
の
理
論
的
根
拠
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は

拙
稿
・
前
掲
注
(
凶
)
八
三
八
l
七
六
頁
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
は
後
二
者
に
焦
点
を
当
て
る
。

そ
し
て
た
・
巳
E
N
C
は
、
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
を
入
国
拒
否
手
続
に
憲
法
上
の
諸
々
の
保
護
が
及
ば
な
い
根
拠
と
し
て
用
い
た
判
例
と
し
て
前

述
の
わ
広
口
巾
即
時
開
v

丘
5-oロ
わ
同
将
司
口
。
d
・
ω
・
え
き
ω
l
品
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
引
用
す
る
説
示
は
憲
法
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
い
か
ん
と
の

関
係
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
入
国
拒
否
権
限
が
主
権
の
属
性
で
あ
る
こ
と
と
の
関
係
で
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
従
っ
て
右
説
示
を
捉
え
て
憲
法
の
効
力
の
属
地
性
に
言
及
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
包
∞
口
・
ω
印
ω
∞
(
呂
田
)

(
担
)
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
は
一
八
九
四
年
八
月
一
八
日
の
法
律
(
N
∞
盟
主
-
S
C
)
で
あ
る
。

(話

)
E
2〕

・

ω
-
S
∞
(
H

∞申
ω)・

(
お
)
』
ミ
・
三
宮
吋
・

(釘
)

h

h

叫

白

門

町

民

吋

l'∞・

(
却
)
~
山
町
m
-
H
K
巾
m
c
g
尖
予
言
遺
骨
急
s
h
b
S
Q
S
h
ご
君
、
3.3
円
室
内
気
、
た
お
お
ミ
向
。
認
可
8
3
S
G
~
3
史
認
可
-
E
∞
品
ω
2
・
(
い
司
容
〈
-
N
日
印
-
N
吋
印

(
]
戸
双
山
九
日
)

(
却
)
陵
町
、
h
-
h
-
w
m，O
宵
ペ
ロ
ロ
m
J
ヘ
。
〈
口
三
円
色
沼
恒
件
2
・
H
∞
切
口
ω
-
M申
昂

(
E
O
M
一
中
国
人
に
よ
る
通
過
許
可
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
事
例
。
判
決
は
、

入
国
拒
否
権
限
の
行
使
は
連
邦
議
会
の
専
権
と
す
る
一
般
理
論
は
確
立
し
た
と
こ
ろ
、
と
し
、
前
述
の
T
W
B
E
0
0
ロ
ω
一
口
ぬ
〈
-
C
巳
門
包
∞
円
三
2

判
決
の
他
、
入
国
要
件
不
該
当
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
件
で
あ
る
口
包
括
〈
-
C
ロ
宮
内
同
ω
S
S
P
E
C
C
'
ω
・
お
出

(
5
0
f
中
国
人
が
不
法
に

入
国
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、
合
法
に
入
国
し
て
い
る
こ
と
を
当
該
中
国
人
が
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
立
法
を

制
定
す
る
こ
と
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
き
た
連
邦
議
会
の
権
限
内
に
あ
る
、
と
す
る
。
)
を
引
用
し
て
い
る
)
、
』
右
担
ロ
g
m
H
E
B
-
-

m
g
E
n
目
的
巾
w
H
S
C
・
ω
-
g
(
E
C
ω
一
入
国
拒
否
権
限
の
行
使
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
は
既
に
確
立
し
た
と
こ
ろ
、
と
し
て
、
呂
田
E
S
R白
何
W
2
4
・

C
三
宮
門
田
宮
丘
町
田
w
H
L
W
E
冨
。
。
ロ
ω
z
m
〈
-
C
E
宮
内
同
日
同
庁
2
な
ど
を
引
用
す
る
の
み
)
を
引
用
し
て
い
る
。
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説論

(ω)
こ
の
理
論
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
は
司
O
ロ
m
ペ
己
目
、
口
口
問
〈
-
C
E
Z仏
史
民
2
・
E
申
C-ω
・
2
∞

-a∞
(
居
申
Nw
∞5
4
5円噂』・・島町
R
E
E
m
-
「憲

法
は
国
家
の
管
轄
権
外
(
虫
可
忠
常
立
件
。
ユ
包
)
に
対
し
て
何
ら
の
効
力
も
有
せ
ず
、
し
か
し
て
末
だ
に
わ
が
国
の
領
域
内
に
合
法
に
入
国
し
て
い

な
い
も
の
は
憲
法
上
の
保
護
が
及
ぽ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
)
が
見
う
け
ら
れ
る
み
の
で
あ
る
が
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が

専
ら
合
衆
国
の
管
轄
権
内
に
あ
る
か
管
轄
権
外
に
あ
る
か
、
を
当
該
外
国
人
に
憲
法
上
の
保
護
が
及
ぶ
か
否
か
の
決
め
手
と
し
よ
う
と
す
る
判
例

(
保
お
町

-
F
Z
m
p
s何
回
。
〈
・
当
E
F
N
S
C
-
∞
-N
昇
N∞
N(ENN)
・
』
回
目
】
即
日
湾
問
B
E
m
s
z
n
g
p
H
S
C・∞
-
E
L
2
0
8
ω
)
)
は
憲
法

の
効
力
の
属
地
性
を
暗
黙
の
う
ち
に
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
H
U
)

外
国
人
の
入
国
の
自
由
が
日
本
国
憲
法
第
二
二
条
等
の
保
障
の
対
象
と
さ
れ
な
い
、
と
す
る
論
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
現
在
で
も
憲
法
の
効
力
の

属
地
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
尾
吹
善
人
「
外
国
人
と
人
権
」
清
宮
四
郎
他
編
『
新
版
憲
法
演
習
1
』
(
一
九
八

O
)
一
一
七
頁
は
、
わ
が

国
憲
法
が
外
国
人
の
「
入
国
の
自
由
」
を
保
障
す
る
も
の
か
否
か
、
と
い
う
聞
い
は
「
本
来
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
し
て
、
「
日
本
国
憲
法
が
韓
国
に
い

る
韓
国
人
に
「
表
現
の
自
由
」
を
保
障
し
え
な
い
よ
う
に
、
外
国
人
へ
の
憲
法
第
三
章
の
諸
規
定
の
適
用
の
有
無
が
問
題
に
な
る
の
は
、
外
国
人

が
と
も
か
く
入
国
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
入
国
拒
否
さ
れ
た
外
国
人
と
わ
が
国
の
行
政
庁
と
の
聞
に
は
入
国

拒
否
処
分
と
い
う
形
で
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
外
国
人
と
わ
が
国
と
の
関
係
と

同
等
視
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
法
律
関
係
を
形
成
す
る
根
拠
で
あ
る
法
律
の
憲
法
適
合
性
が
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
と
の
関
係
で
ま
っ
た
く

問
題
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。

(
必
)
当
時
の
入
国
拒
否
処
分
と
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
争
い
の
大
半
は
、
相
手
方
が
市
民
権
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
事
例

で
あ
っ
た
(
〈
〉
Z

〈
日
わ
宍
喝
、
吋
国
岡
山
〉
ロ
5
2
5叶河〉

j

叶
目
〈
何
わ
。
Z
叶悶
-O
「
。
司
〉

E
E一印・
5
∞
(
呂
ωN))
が
、
こ
の
よ
う
に
処
分
の
相
手
方
が
市
民
権
を

主
張
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
入
国
拒
否
理
論
と
は
異
な
る
処
理
が
判
例
上
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
判
例

を
含
め
て
極
め
て
多
数
の
判
決
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
全
貌
を
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
専
ら
連
邦
最
高
裁
判
例
の
流
れ
の
み
を

要
約
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
最
も
初
期
の
判
例
は

C
E
Z己
盟
主
2
〈
吉
、
吋
。
M
J
E∞
C-
∞
-
N
E
2
8印
)
で
あ
り
、
こ
の
判
決
は
、
入
国

許
可
申
請
者
に
は
市
民
権
主
張
に
つ
い
て
完
全
再
審
理
(
骨
ロ
。

g
司
雪
広
三
を
受
け
る
権
利
な
し
、
と
し
て
、
裁
判
所
の
審
査
対
象
は
法
の
適

用
の
誤
り
、
処
分
を
裏
付
け
る
証
拠
の
有
無
、
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
有
無
に
限
ら
れ
る
、
と
し
た
。
既
に
こ
の
判
決
に
よ
り
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ

ス
の
適
用
が
あ
る
こ
と
は
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

Q
M
Z
J円
。
者
〈
-
C
E
R仏
盟
国
丹

2
・
NO∞
C
・
ω・∞

(
E
C∞
)
が
、
処
分

の
相
手
方
が
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
権
利
(
本
件
で
は
証
拠
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
)
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
入
国
拒

北法40(4・108)942



手続的デュー・プロセス理論の一断面(二)

否
処
分
を
違
法
と
し
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
貫
し
て
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
連
邦
最
高
裁
は
認
め
て
い
る

o
p
n
n
-

F
吋
同
口
問
、
叶
ロ
ロ
〈
・
開
門
同
凹
色
・

NNω
口・

ω・
雪
印

(EHN)
・
問
者
。
nw
』
g
m，
同
伴
〈
・
宅
E
F
N
g
c・
ω・
品
宮

(
E
N
S
-
こ
れ
ら
の
事
例
を
通
じ
て
最
も

問
題
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
の
可
否
で
は
な
く
、
そ
の
入
国
拒
否
処
分
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査
が
完
全
再
審

査
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
右

C
E芯
己

2
2
2
〈
-
E
、
円
。
可
判
決
の
説
示
す
る
が
ご
と
き
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
、
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う

Gmm-
国同

F
同2
b
h
E
Sミ

ミ

n
s
hミ
a
hむ
じ
さ
た
忌
町
、
H
h

号
、
民
ミ
喜
夫
、
ミ
ミ
色
町
内

CRS-
呂
田
〉
同
〈
円
、

河開〈-・

5
8・
E
∞∞
φ
(邑印
ω

)

)

。
な
ぜ
な
ら
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
有
市
民
権
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
完
全
再

審
理
を
行
う
こ
と
が
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
、
と
す
る
判
例

(
Z
m
p
E
m
同
O

〈
君
主
F
N
E
C・
ω-N話

(ENN))
が
後
に

出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
右
』
ロ
斗
。
『
判
決
は
そ
の
後
長
く
支
配
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
句
ミ
・
。
。
問
。
o
z
h
w
m
O印開ワムヨ開
F
0
・

話
、
ミ
ロ
(
同
)
〈
。
-
N
丘
町
∞
-
N
Sム
ム
∞
N
(邑
∞
品
)
・
〉
m
g
E
〈
--55-m『
白
色
。
ロ
白
コ
仏

Z
白
E
E
-
-
N巳
宮
口

ω
q
i
n巾
-hωA山口

ω・
記
∞
(
呂
叶
∞
一
一

九
五
二
法
第
一

O
六
条
(

a

)

(

5

)

(

∞
C
・
ω・。・

2
5
E
(白
)
(
印
)
)
の
解
釈
と
し
て
、
国
籍
の
主
張
に
関
し
て
重
大
な
事
実
に
つ
い
て
実
質
的

な
争
点

(
m
g
Eロぬ

{
E
5
え
吉
田
広
ユ
色

P
2印
)
が
提
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
合
衆
国
市
民
と
主
張
し
て
退
去
強
制
処
分
の
審
査
を
求
め

る
者
は
完
全
再
審
理
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
旨
説
示
し
て
い
る
)
)
。

(
刊
)
な
お
、
入
国
拒
否
手
続
に
お
い
て
も
、
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
以
上
の
手
続
要
件
を
課
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
が
一
例
の

み
存
在
す
る
。
寸
O
S

〈
・
ぎ
包
品
目
白
P
M
E
d
-
ω
-
H
5
2お
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
入
国
拒
否
処
分
を
根
拠
，
つ
け
る
事
実
認
定
等
に
関

す
る
記
録
の
記
載
に
取
庇
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
判
決
は
そ
の
理
由
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
(
前
略
)
本
件

に
お
け
る
記
録
は
、
尋
問
に
お
い
て
行
わ
れ
た
言
語
試
験
の
詳
細
を
十
分
に
摘
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
巧
白

-
a
g
g
婦
人
(
被
上
告
人
・
筆
者
注
)

が
証
拠
に
お
い
て
示
し
た
争
点
に
対
し
て
、
移
民
局
長
な
い
し
特
別
審
査
局
が
明
確
な
判
断
を
示
し
て
い
な
い
点
に
お
い
て
も
、
本
件
記
録
に
は

殺
庇
が
あ
る
。
被
上
告
人
が
宗
教
的
迫
害
に
よ
る
難
民
で
あ
る
旨
の
主
張
(
筆
者
注
・
当
時
の
移
民
法
に
よ
る
と
、
宗
教
的
迫
害
を
理
由
と
す
る

難
民
に
対
し
て
は
言
語
能
力
テ
ス
ト
が
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
』
-R
同庁

HH印噌

HNC)
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
証
拠
が
示
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
中
略
)
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
(
中
略
)
号
一
口
語
試
験
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
外

国
人
の
主
張
が
不
利
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
単
に
暗
示
す
る
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
。
処
分
に
必
要
な
認
定
が
実
際
に

な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
記
録
の
一
部
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
法
律
上
、
入
国
審
査
官
に
せ
よ

特
別
審
査
局
に
せ
よ
、
そ
の
手
続
よ
り
生
じ
た
事
項
の
記
録
を
作
成
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
(
一
九
一
七
年
二
月
二
五
日
の
法
律
の
第
一
六

北法40(4・109)943



説論

条
(
ω
泊
目
白
押
・
∞
窓
口
入
国
審
査
官
)
及
び
第
一
七
条
(
ω
拐
g
F
民
話
?
特
別
審
査
局
)
)
、
ま
た
、
引
用
し
た
本
判
決
の
説
示
よ
り
す
る
と
、

行
政
機
関
は
概
括
的
に
一
定
の
事
実
認
定
を
記
録
に
記
載
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
一
定
の
結
果
を
推
定
さ
せ
る

よ
う
な
事
項
を
暗
示
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
「
処
分
に
必
要
な
認
定
が
実
際
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
記
録
の
一
部
と
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
行
為
規
範
を
、
処
分
の
相
手
方
と
の
関
係
に
お
い
て
行
政
機
関
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
根
拠
を
い
ず
れ
に
求
め

て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
手
続
的
公
正
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
を
あ
る
程
度
考
慮
に
い
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
。

(
叫
)
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
障
害
と
な
る
判
例
が
二
件
こ
の
時
期
に
出
さ
れ
て
い
る
。
河
口
印
包
出
口
〈
O
E
ロ
Z
2
2
巾
兄
〈
-
C
E
Z己

ω
円
白
円
2
・
N
∞
N
C
・
ω
・
品
田
(
H
S
H
)
・
君
。
口
問
者
一
ロ
ぬ
〈
d
a
H
a
ω
同
国
同
巾
的
噌
同
町
ω
己
・
ω
-
N
N
∞
(
同
呂
町
)
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
考
え
た
場
合
、
判
例

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(
M
W
)

守
町
、
m
-
F
C
ロ
宮
門
同
盟
主
2
2
円
巾
「
切
ロ
ロ
円
一
口
O
〈
・
当
日
-
}
一
回

H5・
5
0
明
旦
・
∞
宕
(
巴
円
・

0
・
・
ω
-
U
-
Z
・
J
円
・
・
5
H
H
一
入
国
審
査
官
に
よ
る
入
国

拒
否
手
続
に
お
い
て
外
国
人
は
弁
護
人
依
頼
権
な
し
、
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
専
ら
法
律
上
右
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
憲
法
論
な
し
て
C
E
Z
仏
盟
主
2
2
『
色
・
出
口
付
〈
・
、
吋
O
門
戸
H
m
J
E
E
昂
(
包
色
円
-
W
E
E
-
入
国
拒
否
す
る
か
否
か
の
決
定
権
限
は

司
法
部
門
に
は
な
く
、
連
邦
議
会
等
に
あ
り
(
n
p
z
m
p
)
ロ
m
J
E
巾
吋
一
口
問
4
・
C
E
S己

ω
g
g
凹
)
、
あ
る
外
国
人
が
入
国
す
る
権
利
を
有
す
る
か

否
か
を
判
定
す
る
手
続
は
行
政
的
な
も
の
で
あ
っ
て
司
法
的
な
も
の
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
の
委
任
を
受
け
た
移
民
局
官
吏
が
、
該
手
続
に
お
い

て
示
さ
れ
た
事
実
問
題
を
判
定
す
る
、
と
い
う
一
般
論
を
展
開
。
ま
た
、
医
療
審
査
局
(
忌
巾
σ
s
a
o
同
s
a
w
包
丘
町
一
円
巾
『
印
)
の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
誰
を
選
択
す
る
か
は
そ
の
任
命
権
者
の
裁
量
権
内
に
あ
る
問
題
で
あ
る
、
と
し
て
、
外
国
人
の
身
体
検
査
に
当
た
っ
た
者
を
右
審
査
局
の
メ

ン
バ
ー
に
選
択
し
た
こ
と
を
も
っ
て
不
公
正
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
特
別
審
査
局
に
よ
る
該
外
国
人
の
入
国
拒
否
処
分
が
最
終
的

(
出
口
包
)
か
つ
不
服
申
立
機
闘
が
経
過
し
た
後
に
、
移
民
局
長
よ
り
移
民
局
総
長
に
あ
て
ら
れ
た
手
紙
が
入
国
拒
否
手
続
状
の
記
録
と
し
て
採
用
さ

れ
た
こ
と
を
も
っ
て
し
で
も
、
こ
れ
は
入
国
拒
否
処
分
が
決
定
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
外
国
人
が
そ
れ
に
よ
り
不
利
益
を
被
っ
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
不
公
正
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
)
、
開
同
℃
R
z
o
o
s
-
m
o
n
o
弓匂
Z
F
品
目
包
ω
呂

B
・
p・-者-

u
t弓
白
m
F
Z
0
・
噂
E
N
?
入
国
拒
否
と
退
去
強
制
と
の
聞
の
性
質
の
差
を
強
調
)
、
h
y
z
E
ロ
ぬ
4
・
君
主
F
N
ω
高
邑
色
町
(
由
H
Y
C
F
5
5
一

移
民
局
長
及
び
特
別
審
査
局
に
よ
る
入
国
拒
否
処
分
に
対
し
て
労
働
長
官
等
に
不
服
申
立
が
な
さ
れ
た
場
合
、
審
査
庁
た
る
労
働
長
官
は
不
服
申

立
の
対
象
と
さ
れ
た
手
続
を
再
審
査
(
司
2
ぽ
者
)
す
る
機
能
を
営
む
も
の
で
あ
り
、
当
該
事
案
を
完
全
再
審
査
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(二)

労
働
長
官
等
が
処
分
庁
に
お
い
て
示
さ
れ
た
証
拠
を
考
慮
に
い
れ
て
判
断
を
下
し
た
こ
と
が
記
録
上
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
服

申
立
手
続
の
口
頭
陳
述
(
。

E
Z括
ロ
ヨ
巾
ロ
門
)
に
お
い
て
外
国
人
側
弁
護
人
の
主
張
を
労
働
長
官
が
尋
問
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
を
適
法
と
す

る)。

(
必
)
陵
町
、
町
-
F
H
U円
℃

R
Z
F
0
4司』。
P
N∞司，
E
-
E印
(
Z
U
-
n白
---HSN
一
合
衆
国
に
永
住
外
国
人
と
し
て
入
国
し
て
い
る
中
国
人
商
人
の
未
成

年
の
息
子
と
し
て
入
国
許
可
申
請
し
た
が
、
親
子
の
関
係
が
満
足
の
い
く
よ
う
な
形
で
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
事
例
。

右
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
行
政
庁
が
親
、
息
子
、
代
理
人
等
か
ら
証
拠
を
追
加
的
に
得
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
、
本
件
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
不
公
正
と
す
る
)

(
U
)
N∞司
-N色品目
ω
(
印
己
凶
円
以
ア

H申
N∞)

(

岬

叩

)

h

h

同
国
片
品
目
白
・

(
品
目
)
第
一
章
第
二
節

(
2
)
参
照
。

(印
)

N

∞司
-
M
色白片品印吋・

(日

)NhFN司
巾
己
・
∞
∞
∞
(
宮
町

(U可
-wH由同吋)・

(
回
)
本
件
外
国
人
が
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
理
由
は
、
市
民
の
妻
で
あ
る
と
の
外
国
人
の
陳
述
が
完
全
に
虚
偽
の
も
の
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
こ
と
に

あ
る
。

(
臼
)
第
一
審
に
お
い
て
は
敗
訴
し
て
い
る
が
、
そ
の
掲
載
誌
は
不
明
で
あ
る
。

(
臼
)
匂
rNFNAFNm，巾己・白丹∞吋
N・

(
日
)
旬
、
・

(
回
)
た
だ
し
人
身
保
護
令
状
の
請
求
は
認
め
ら
れ
ず
、
本
件
は
行
政
機
関
に
差
し
戻
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
な
お
本
件
と
同
種
の
事
案
に
つ
き
、

本
判
決
を
援
用
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
不
公
正
と
す
る
も
の
と
し
て
わ
宮
者
同
ミ

ρ
g口
問
〈
・
者
E
F
M
S忠
弘
・
∞
S
(泊
予
ロ
ア
昌
広
)
参
照
。

(幻

)MA早
川
町
明
巾
仏
∞
由
也
(
由
同
げ
の
町
-

H

由H
∞)・

(
開
)
機
密
情
報
の
使
用
に
対
し
て
強
い
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
第
一
章
参
照
。
こ
の
時
期
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
機
密
情
報
を
使
用

す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
判
例
と
し
て
は
己
ロ
m
R
〈・

ω
2
5出『
f

品
匂
包
き
(
∞
吾

C『
-
w
E
E
)
が
あ
る
。
ま
た
、

C
E
g
a
g巳
g
e
2巴・
ωヨ
E
M

〈・【
U
R
E
P
H
N同
包

8
罰

(
N
a
n
R・
5
N
m
)
は
、
伝
聞
法
則
そ
の
他
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
証
拠
排
除
法
則
は
移
民
手
続
に
お
い
て
は
適
用
が
な
い
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説論

こ
と
は
既
に
確
立
し
た
と
こ
ろ
、
と
し
て
伝
聞
証
拠
の
証
拠
能
力
を
認
め
た
後
、
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
当
該
証
拠
が
特
別
審
査
局
の
事
実
認
定

を
裏
付
け
る
に
十
分
な
も
の
と
い
え
る
か
否
か
で
あ
る
、
と
す
る
。
な
お
、
後
に
検
討
す
る

C
E
Z仏
日
三
2
2
h
円
巾
「
関
口
同
口
同
町
〈
・

ω
F白口問
}
5
2
a
w

ωω
∞
d
・
ω・印
ω叶
(HSC)
・
ω町田口問『
5
2
a
〈
'
C
E宮
内
田
宮
丘
町
田
巾
同
一
『
巾
一
-
冨
巾
u
w
m
r
ω
S
C・
ω-NC由(同甲山
ω)
は
い
ず
れ
も
入
国
拒
否
手
続
に
お
け
る

機
密
情
報
の
使
用
を
合
憲
と
し
て
お
り
、
現
行
法
制
度
下
に
お
い
て
も
そ
の
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
二
年
法
第
二
三
五
条

(
b
)
(
∞己・

ω-

n・
2
N
N
印
(
ぴ
)
)
参
照
。

(
印
)
難
民
問
題
が
発
生
し
な
い
限
り
、
外
国
人
が
入
国
拒
否
処
分
の
司
法
審
査
を
求
め
る
事
件
数
は
少
な
い
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
・
要
因

と
し
て
は
①
入
国
拒
否
事
由
該
当
の
外
国
人
は
通
常
は
査
証
申
請
の
段
階
で
振
り
容
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
入
国
審
査
官
が
入
国
を
拒
否
し
て

も
、
外
国
人
は
特
別
審
理
官
等
に
よ
る
正
式
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
要
求
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
決
定
を
受
容
す
る
(
そ
の
理
由
|
|
ヒ
ア
リ
ン
グ

が
行
わ
れ
な
い
間
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
、
正
式
に
入
国
拒
否
さ
れ
る
と
一
年
間
再
度
入
国
で
き
な
い
こ
と
、
弁
護
人
を
依
頼

で
き
な
い
こ
と
)
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
円
高
O
B鳥
山
コ
、
。
還
さ
内
ぎ
吟
怒
る
司
、

hpm
河
内
せ
な
さ
ミ

k
f
h
s
Q
h
A
M
R
h
m
S及
。
芯
一
人
山
句
史
舎

ミ
同
速
さ
命
誌
な
む
潟
、
さ

R
F
吋
回
目
。
巧
〉
戸
・
閉
山
開
〈
-HNミ
・
ロ
合

(HSa)
・

(
印
)
己
吾
、
叶
開
。

ω、『〉叶何回

ω
c
z
g由開円。
C
同・H
，

m
唱。問、『印
-
E
F〉
巧
何
ロ
・

ωωC(
呂
臼
一

C
E
Z門
同
盟
巳
2
2
h一
円
巾
「
関
口
同
口
氏
〈
・

ω}gcmy同
話
回
目
可
判
決

の
ア
ノ
テ

l
シ
ョ
ン
)
。

(
臼
)
前
掲
注
(
位
)
参
照
。

(臼

)
M
U
m
-
z
o
F
U
Rもミ芯忠一
s
s
h同
p
h
h
h
v『ORa-
印
ω、吋〉
Z
F・
HN岡山〈叶
NN・
2

E・
5
印
(
H
S
ω
)
-
b
g
m九
も
さ
S
H
M
S
F
p
m
h
h
N
N
F
M宰
ミ
ロ
(
同
)

三
ロ
ロ
ロ
-NωhwZNω
ロ・

2
・

(
臼
)
市
民
権
と
い
う
も
の
が
持
つ
重
要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
相
手
方
を
「
外
国
人
」
と
推
定
し
て
手
続
を
進
行
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と

思
う
。

(
制
)
な
お
再
入
国
を
め
ぐ
る
判
例
・
制
度
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
四
章
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

(
臼
)
呂
ω巴・

ω-NN
∞
(
E
S
)
・

(
侃
)
ミ
・
白
丹
Nω

印・

(
町
)
呂
∞
C
・
ω-N印ω
(
冨{}印)

(
m
m
)

同札・同門
N

∞ω・
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